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平成２８年第４回那須塩原市議会定例会 

 

議 事 日 程 （第４号） 
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開議 午前１０時００分 

 

◎開議の宣告 

○議長（中村芳隆議員） おはようございます。 

  散会前に引き続き、本日の会議を開きます。 

  ただいまの出席議員は25名であります。 

  20番、山本はるひ議員より欠席する旨の届け出

があります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議事日程の報告 

○議長（中村芳隆議員） 本日の議事日程は、お手

元に配付のとおりであります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎市政一般質問 

○議長（中村芳隆議員） 日程第１、市政一般質問

を行います。 

  質問通告者に対し、順次発言を許します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎答弁の訂正 

○議長（中村芳隆議員） ここで、教育長より発言

があります。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） おはようございます。 

  冒頭、おわび申し上げます。 

  昨日、星宏子議員の質問に対する答弁の中で、

地域コーディネーターの育成に関するところでふ

るさと応援隊というふうに申し上げてしまいまし

たが、正しくは地域おこし協力隊でございました

ので、訂正をさせていただきます。大変失礼いた

しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 若 松 東 征 議員 

○議長（中村芳隆議員） 初めに、19番、若松東征

議員。 

○１９番（若松東征議員） おはようございます。 

  議席番号19番、若松です。 

  きょう初めての第１回目の質問に入らせていた

だきます。 

  平成28年度市政運営方針について。 

  君島市長は、平成28年第２回市議会定例会の開

会に、市政運営に対する所信の一端を述べた中に、

基本姿勢、予算編成の基本的な考え方、平成28年

度の主要事業と大きく３つの内容が示されている

が、以下の点について具体的な内容と進捗状況を

お伺いいたします。 

  ⑴基本姿勢についてお伺いいたします。 

  ①那須塩原市に住み、生活する皆さんを一番に

考える市民優先の市政運営についてお伺いいたし

ます。 

  ②国や県との関係を大事に、近隣市町とも手を

携え、しっかりとしたきずなで結ばれた市政運営

についてお伺いします。 

  ③公平公正で健全な市政運営について。 

  ⑵予算編成の基本的な考え方についてお伺いし

ます。 

  小中学校へエアコンの設置などの公約事業、新

規施策的経費について伺います。 

  ⑶平成28年度の主要事業について伺います。 

  ①市民とともに歩む那須塩原市について。 

  ②安心して暮らせる那須塩原市について。 

  ③国と県との太いパイプ役でつながった那須塩

原市について。 
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  ④元気な那須塩原市について。 

  ⑤人と人が支える那須塩原市についてを伺いま

す。 

  以上で第１回目の質問とさせていただきます。 

○議長（中村芳隆議員） 19番、若松東征議員の質

問に対し答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） おはようございます。 

  若松東征議員の平成28年度市政運営方針につい

ての質問に順次お答えをしてまいりたいと思いま

す。 

  ⑴から⑶につきましては関連がありますので、

一括してお答えを申し上げます。 

  初めに、基本姿勢についてでありますが、私の

公約であります市民優先、国や県、近隣市町との

連携、公平公正を旨とし、市政の運営に臨んでい

るところでございます。 

  そのような中で、これらの基本姿勢に基づき、

予算に計上した公約事業を含む主要事業の内容と

進捗についてでありますが、まず、①の市民とと

もに歩む那須塩原市について、これまで進めてま

いりました施策の大きな転換の一つであります新

庁舎の建設時期の延期は、東京オリンピック以降

の着工を原則とし、合併特例債の発行可能期間を

視野に入れ、市民の皆様の声を聞きながら検討を

進めてまいりたいと考えております。 

  また、市が所有する公共施設の総合的かつ計画

的な管理に関する基本方針であります公共施設等

総合管理計画につきましては、今年度中の完成を

目標に現在、策定作業を進めているところでござ

います。 

  次に、②の安心して暮らせる那須塩原市につい

てでありますが、移動手段の確保が困難な高齢者

を対象とした高齢者外出支援タクシー料金助成事

業については、８月から利用券の配布を開始し、

９月から高齢者の皆様にご利用をいただいている

ところでございます。 

  また、チャイルドシート購入や予防接種などに

利用できる子育て応援券や、子育て世代の応援や

地元産農作物の消費拡大等を目的とした初めての

ふるさとごはん事業を既に実施しているところで

あります。 

  次に、③の国、県との太いパイプでつながった

那須塩原市についてですが、近隣市町との連携、

広域連携については那須地域定住自立圏構想や八

溝山周辺地域定住自立圏構想において、それぞれ

共生ビジョンに基づき取り組んでいるところであ

り、引き続き地域特性を最大限に生かし、定住人

口や交流人口の増加に向け連携を図ってまいりた

いと考えております。 

  また、国や県との連携につきましても、信頼関

係とつながりをさらに深めるように努めておりま

す。 

  次に、④の元気な那須塩原市についてですが、

創業支援事業についてはチャレンジショップや創

業を支援する勉強会等を開催しており、また観光

誘客数の増加を目指し、首都圏向けの観光プロモ

ーションやインバウンド事業にも取り組んでいる

ところでございます。 

  さらに、那須塩原駅周辺地区都市再生整備計画

事業につきましては、既に調査を進めているほか、

小中学校へのエアコン設置についても設計業務に

着手をしており、今後、順次設置工事を行ってま

いります。 

  最後に、⑤の人と人が支える那須塩原市につい

てですが、自治会の機能強化や活動内容の充実に

ついて支援をしており、地域の自主防災組織の強

化につきましても、組織結成や資機材整備等の支

援を行っているところでございます。 

  また、地方創生や定住促進を一層推進していく
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ため、移住促進センターの機能強化やプロモーシ

ョン活動の充実について、引き続き取り組んでま

いります。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆議員） 19番、若松東征議員。 

○１９番（若松東征議員） 答弁ありがとうござい

ます。 

  ２回目の質問に入りますが、関連がありますの

で、一括して質問させていただきます。 

  るる、今、答弁をいただきましたが、新市長誕

生してどのぐらいになるのかな、７カ月、８カ月

ぐらいなると思うんです。その中で、なぜこの質

問に入ったかというと、市長を一生懸命応援した

グループというのかな、何人かが、おまえ頼むよ

と来て、私、これ、どこかへ紛失しちゃったんで

すけれども、ちゃんととじて、アンダーを引いて

持ってきたんです。こういうこと聞いてくれない

かということで、こんな質問に入ったわけでござ

いますが、ある程度、今、答弁で伺いましたが、

大きな⑴の基本姿勢の中で、①那須塩原市に住み、

生活する皆さんを一番に考える市民優先の市政運

営ということで、ここに最初の市長の市政運営方

針の中の説明は、これ、一般の方が見て、ちょっ

とつかみどころがないんだけれどもということな

ので、今回こんな質問に入ってまいりました。 

  そこで、お尋ねいたします。 

  自分を磨き、地域で輝く人を全力で応援してま

いりたいと考えていますということで、大体８カ

月の間にそういうものが市長の目に入り、耳に入

ったことがあるのかどうか、お伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 私が市長に就任をしましたの

が１月22日でございました。もうはや８カ月とい

うことになりました。 

  今のご質問の那須塩原市で輝いている人々、市

民、たくさん私もお会いすることができました。

農業に従事をしている方、商業で頑張っている方、

それから工業関係、経営している方、そういった

方々のやはり思いを、私は真摯に受けとめて、那

須塩原市のこれからの行政運営にも生かしてまい

りたいと考えているところであります。 

○議長（中村芳隆議員） 19番、若松東征議員。 

○１９番（若松東征議員） そうすると、多くの

方々を見聞きして、じゃ、全力で応援と、ここに

記載されておりますが、今までの８カ月の中に、

すごく自分を磨き、地域を輝く人という形の中で、

何人かそういう方にお話を聞いたり、またこれを

応援したいという考えが浮かんだのかどうか、お

伺いしたいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 先ほどもご答弁申し上げまし

たが、やはり私が預かっておりますのは行政全般

でございますので、個人的に思いを込めて支援を

していくということもなかなかできませんけれど

も、行政ができ得る範囲の中で積極的にご支援を

申し上げたいと考えております。 

○議長（中村芳隆議員） 19番、若松東征議員。 

○１９番（若松東征議員） 私、個人的に思うんで

すけれども、今現在、市役所職員が大体、市長を

初めとして何名ぐらいいるんでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 昨日の一般質問の中でもお答

えをしましたとおり、28年４月現在で810名、職

員が在籍をしております。 

○議長（中村芳隆議員） 19番、若松東征議員。 

○１９番（若松東征議員） 810名という形で、そ

の810名の中でやはり専門知識を持って、専門学
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府を持って、私は行政に携わって、こういう道で

こういうふうに頑張っていきたいという方も中に

いると思うんですけれども、そういうものを掘り

起こし、次の那須塩原市がいい方向に進むよう努

力していただきたいと思い、こんな質問をしてみ

ました。 

  810人の中で、かなりの、私、そうですね、議

員になる前からいろんなところを歩いていたとき

に、かなりおとなしい子なんだけれども、これは

プロなんだよという子が、今どこへ行っているの

かなと今追跡しているんですよね。ああ、いいと

ころにいるなという、あの頃のあの若いお兄ちゃ

んが、ああ、ここに今いるんだという形の中にい

ますから、そういうものも以前の前市長には個人

的に言って、適材適所になるような人を探して、

そういう形で拾い上げて、そこに一つのプロジェ

クトをつくったらどうなんですかということを言

ったこともあります。 

  君島市長は、それなりに以前の市長を引き継い

で、これからの大変な課題があると思うんです。

そういうものをうまく、何ていったらいいのかね、

いいことは引き継いで、悪いことは削除してもい

いと思うんですけれども、そんな形で進めていた

だきたいと思い、この件の質問は終わります。 

  続きまして、②の国と県の関係を大事に、近隣

市町とも携える、しっかりとしたきずなで結ばれ

る市政運営とありますが、その中で市長が述べら

れた中で、国や県とのつながりをさらに深め、近

隣市町とも連携し、県北の中心都市となるべくま

ちづくりを進めてまいりますと出ています。 

  その県北の中心都市として、君島市長誕生して

８カ月と今聞きましたけれども、そういう中で、

何を目指して、何を柱にしたいのか、お伺いした

いと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 私が掲げてまいりました国、

県、そして近隣市町との連携、これは那須塩原市

にとりましても大変重要なことだと私は考えてお

ります。那須塩原市単独ではなかなか立ち行かな

いという状況が今ございます。国あるいは県の役

割、そういったものをきちんと理解をした上で、

必要なものについては国、県の協力を受けるとい

うふうなものが、私は基本的に必要なんだろうと

いうふうに思っているところであります。 

  それと、もう一つお話がありました県北の中心

都市ということでありますけれども、人口的にま

ず見ます。11万7,000人という一番大きな人口を

擁しているのが、この那須塩原市、我々の市でご

ざいます。人口だけではありませんが、当然なが

ら、やはり県北の中心となるべき要素を私はこの

那須塩原は備えているというふうに思います。 

  そういった中で、これからどれだけ私がリーダ

ーシップを発揮できるかにかかっているんだろう

というふうに思いますので、大田原市、お隣の那

須町さんとの連携をこれからも深めつつ、中心都

市となるべく努力をしてまいりたいと考えており

ます。 

○議長（中村芳隆議員） 19番、若松東征議員。 

○１９番（若松東征議員） そうすると、近隣市町

村との連携を深めということなんですけれども、

中心都市となる核というものが、もう市長に就任

して８カ月、なぜこんなことを聞くかというと、

君島市長は本当に行政のプロフェッショナルとい

うのかな、行政畑をずっと来て、副市長も務めて、

私、副市長時代に市長のかわりにお願いに行って、

何かのボランティアに出てもらったこともありま

すから、そういういろんな形で地域に足をつけて、

いろんなものを見て行動していることと思います

のですけれども、さあ、県北の中心都市、そうす
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ると、大田原、那須町で那須塩原ということなん

ですけれども、その魅力をどこにどういうふうに

持っていくのか、そういうものが市民は知りたい

というんですよね。 

  大まかに、ただ県北の中心都市、じゃ、その中

心都市として魅力ある何を考えているんだかとい

うことを８カ月の間に何か考えたんじゃないかな

と思うんです。その辺も、もし構想がありました

らお聞かせ願いたいと思う。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 具体的に申し上げると差しさ

わりがある部分もありますので、まずひとつ私が

考えておりますのは、この県北、那須地域の中で、

これからの行政、そして市民生活の中で一番中心

になるのが那須塩原駅周辺であろうと考えます。 

  那須塩原駅周辺の再生整備事業、先ほども答弁

で申し上げましたが、計画に今着手をしていると

ころでございます。那須地区の中心というふうな

ものと、これをやはり具現化するためにこの計画

をきちんと策定をし、近隣の各市町との連携をさ

らに深めながら、あそこの広域の交流拠点、そう

いったものをまずひとつ大きな形で具体化してい

きたいというふうに考えているところであります。 

○議長（中村芳隆議員） 19番、若松東征議員。 

○１９番（若松東征議員） 具体化するまでちょっ

と時間があるのかなと思いまして、②は終わらせ

ていただきます。 

  ③公正公平で健全な市政運営についてですが、

その中にも市長の説明の中に、こんなことがある

のかな、意見のこと、人や多くの皆さんの声を大

切にし、そして真摯に受けとめ、市民の立場に立

った公平公正で健全な市政運営についてと出てお

りますが、この辺も、もう８カ月たつと少しずつ、

何か見えるものが見えてきたのかなと思って、こ

の辺について、また２回目の質問でお伺いしたい

と思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 私が市長に立候補しますとき

に掲げました３つの柱のうちの１つが公平公正、

そして健全な行政運営を行いたいということでご

ざいます。 

  行政、特に市長は、市民の皆さんからお預かり

をする大切な税をきちんとした形で、これは使わ

なければなりません。これには私は全力で取り組

みたいというふうに思っております。透明性のあ

る市政運営、こういったものをこれからも心がけ、

市民の皆さんから信頼をいただけるような市政運

営、こういったものを目指していきたいと考えま

す。 

○議長（中村芳隆議員） 19番、若松東征議員。 

○１９番（若松東征議員） 徐々にいろいろ固まっ

てくるのかなとは思いますけれども、その中でも

う１点、これも聞いてくれということなんですけ

れども、公平公正、健全市政運営の中に、市民と

ともに歩む那須塩原市、安心して暮らせる那須塩

原市、ここにまた出てくる国と県と太いパイプで

つながる那須塩原市と、こういうふうに市長は進

めて説明しておりまして、元気な那須塩原市とし、

そして人と人が支える那須塩原市、これら５つの

柱として掲げたとありますが、この辺を具体的に、

もうそろそろ見えるものが出てもいいんじゃない

かなと思うんですけれども、何か８カ月の間に、

じゃ、国と県との太いパイプでつながった那須塩

原市というのは、どういう形の行政サイドか。ま

たどういう形の、例えば土木事業であったり施設

であったり、そういうものがそろそろ固まってこ

ないと、あっという間の４年の１年は過ぎていっ

ちゃうような気がするんですけれども、その点は
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どうでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 国と県との太いパイプ、これ

は具体的に何を指すのかというようなご質問だと

思いますけれども、今現在、国あるいは県、私ど

も那須塩原市が行政課題としておりますものにつ

いて、積極的にお話ができるような状況になりま

した。以前はなかったかと思いますけれども、そ

ういった中で、市民が望む那須塩原市、そして私

どもが考えている那須塩原市のそういった姿に向

けた形で、国あるいは県の力、言いかえれば、こ

れは財政的な問題が出てくるわけですけれども、

そういったものを積極的にやはりお互いの気持ち、

考え方をぶつけ合いながら那須塩原市のために私

は持っていきたいというふうに考えております。 

  いろいろな形で、今まで国、県とのやはり連携

といったものはあったわけではございますけれど

も、これをさらに強いものに私はしていきたいと

考えております。それが将来的には那須塩原市の

市民の皆さんのためになると私は考えているとこ

ろであります。 

○議長（中村芳隆議員） 19番、若松東征議員。 

○１９番（若松東征議員） いまだにちょっとこの

辺がもやもやという、今の台風13号がまた戻って

きそうな、これからこちら来るのかな、そんなよ

うなもやの中にあるような中で、なぜかというと、

とにかくすごい810名の組織力のある社員、個人

的に言うと社員なのかな、それを抱えて各部署が

あり、そういうものについて、私は県、国と太い

パイプのつながりというものは、地域、市町村が

ある程度の計画とか、これをやってほしいとかと

いうものに対しての補助金が出るんだか、また、

太いパイプでつないだから、丸投げではないでし

ょうけれども、これだけ補助金やるから何かやれ

という、そんな安易な時代ではないのかなと思い

ますね。 

  今は、市町村が独自の計画を立て、それを県や

国に要望しながら、それをチェック体制に入って、

それが地方創生なのかなと思うんですけれども、

その点はどうなんでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 100％、私どものほうの意向

が国、県に通じると私も一切思ってはおりません。

必要なものについては積極的に国、県に対してお

話をしていく、そういった体制は必要だろうと思

いますし、行政を運営するに当たって一番大切な

のは、私はこの役所の中の職員の体制だと思って

おります。 

  先ほど申し上げましたとおり、810名の職員が

在職をしているわけでございます。おのおの有能

な職員ばかりでございますし、仕事を遂行するの

は職員なんですね。市長が１人で仕事ができるわ

けではありません。私の考えを職員の810名の皆

さんにきちんと説明をし、理解をいただいた上で

行政に当たっていくということであります。 

  私が就任しましたときに、就任式の中で申し上

げましたのは、まず職場の環境をつくりたいと、

仕事に対応できる、そういった職場環境をまずつ

くりたいんだというお話を申し上げました。 

  それともう１点、責任は私が全部受けるという

お話をしましたので、職員は自信を持って仕事に

当たっていただきたいという話をしたところです。

これは今も変わっておりません。職員が仕事に十

分に対応できるような環境をつくってまいりたい

と考えております。 

○議長（中村芳隆議員） 19番、若松東征議員。 

○１９番（若松東征議員） 今、市長の答弁でいた

だいた810名の部下を抱え、その職員が、十分に
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仕事ができる体制をつくっていくというすばらし

いお言葉を聞いて、そこでまた１点だけ質問させ

ていただきます。 

  今現在、ある程度３つの本庁があって、西那須

支所、それから塩原支所とありますね。議員は、

先ほど市長が言われたように人口が11万7,000と、

私は余りそういうの、ぴんと来ないんですけれど

も、足し算をしてくっつけた市なんですよね。昔、

いろんなことで県に行ったり国に行ったりして、

いろんなお話を聞いてきたら、どんな市でも足し

算をしないで10万都市を超えればやっていけます

よというようなお勉強会をしてきたこともありま

す。それが、今、どういうわけか２つの町と１つ

の市がくっついた11万7,000なんですよ。もとを

ただせば、全然人口がふえているわけでも何でも

ないんです。 

  その中で、一番今、市長が述べてくれたのは、

これは職員が聞いてうれしいんじゃないかなと思

うのは、ある部署を訪ねていくと、本当に椅子も

動けない状態の職員もいます。そういうこともち

ゃんと見て、責任を持って、今、市長が言われた

ように、俺が責任でやるということの一喝を入れ

ながら、100％職員が働ける環境をつくればいい

のかなと、私、見た感じで、市長はその点、どう

思いますか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 先ほど、私、答弁したと思い

ますけれども、職員が十分に能力を発揮し、仕事

に当たれる職場環境、そういったものをつくって

いく。それは、先ほど申し上げたとおりでござい

ますので、これからもこの考えは変わらずに進め

てまいりたいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 19番、若松東征議員。 

○１９番（若松東征議員） 職場も、一応偉い方で

すから、なかなかそちらまで足を運ばないと思う

んですけれども、もしどこかの会合で各支所を動

いたときにちょっと激励を、職員に激励する気持

ちでちょっと表だけじゃなくて、裏のほうものぞ

いてみると、そういう結果が出てくるのかなと、

私個人で感じたことなんですけれどもね。 

  なぜ、そんなことを言うかというと、那須塩原

の市民がいろんな要望と、こういうのを調べてく

れという形でフル回転で動いております。そうす

ると、意外な担当の場所にぶつかるときがあるん

ですよ。そんなものも、今、市長が言われたこと

を実行に移してもらいたいと思い、この件は終わ

りたいと思います。 

  それで、さらに⑵の予算編成の基本的な考え方

についてお伺いいたします。 

  この中で１つに絞ったわけなんですけれども、

その中で、ちょっとこれ、議長ににらまれてとめ

られる可能性もあるんですけれども、そのときは

そのときでいいです。道路整備や各種施設整備と

いう形で予算計上という、るる細かいことが書い

てあるんですけれども、その辺がもし、この道路

整備はもう８カ月たったからここは直したいとか、

これはこうしたいとかという一つの案がありまし

たら、お伺いしたいと思います。なければいいで

す。 

○議長（中村芳隆議員） 若松議員、通告は小学校

エアコン設置と…… 

○１９番（若松東征議員） それは、わかります。

だから、今、とめられたらと断りましたからね、

とめられたら引っ込めるから。 

○議長（中村芳隆議員） じゃ、とめて、とめまし

ょうね。 

○１９番（若松東征議員） はい、わかりました。

素直ですから、きょうはすごく素直で、ほら、疲

れないでしょう。 
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○議長（中村芳隆議員） 質問の通告に従って再質

問するようにお願いします。 

  19番、若松東征議員。 

○１９番（若松東征議員） わかりました。さすが

議長です。ちゃんと見ています。 

  そんな中で、小中学校エアコン設置などの公約

事業の新規施策的経費についてを、先ほど答弁は

いただきましたけれども、そこでお伺いします。 

  現在、栃木県内でどのぐらいそれが進んでいる

んだか、もしわかりました範囲で結構です。お答

えいただきたいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） エアコンの設置状況とい

うことでよろしいわけですね。 

○１９番（若松東征議員） はい。 

○教育部長（伴内照和） はい、わかりました。 

  まず、県内の状況でございますが、県央、県南

地区につきましては、大半が整備が済んでいると

いうような状況になっております。 

  また、県北地区、日光地区も含めてでございま

すが、一部設置が進んでいるというようなところ

もございます。具体的な例でいきますと、大田原

市につきましては、改築を行う２つの学校につい

ては整備を行っている最中という情報をいただい

ています。それと、那須烏山市については、全て

整備が済んでいるというような資料がございます。

そのほか、塩谷地区の矢板、さくら、塩谷町等に

ついては、主に小学校のほうの整備は済んでおり

ますが、中学校はまだというようなデータをいた

だいております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 19番、若松東征議員。 

○１９番（若松東征議員） ありがとうございます。 

  そんな形の中で、先ほどから繰り返すと、また

市長ににらまれちゃうのかななんて思うんですけ

れども、ここで出るのが国、県の補助なのかなと

思って、これは補助対象で、ある程度の予算が県

か国から来るのでしょうか。お伺いしたいと思い

ます。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） エアコン整備についての

補助ということですが、特に、今回の国の二次補

正予算の中にも一部含まれておりますが、教育環

境の改善というような事業の中で、予算の範囲内

で対象になる可能性はあるということで考えてお

ります。 

○議長（中村芳隆議員） 19番、若松東征議員。 

○１９番（若松東征議員） 補助金の予算の配分と、

例えば国がどのぐらい持って、県がどのぐらいと

いう、幾らにかかったものに対してのパーセント

というのはどのぐらいなんでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） 今回、要望したいと考え

ております補助事業につきましては、基準額とい

うのが示されておりますので、その基準額に対し

て３分の１というのが一般的な国の補助となって

おります。それに加えて、県というものは、現実

にはないというふうに理解しております。 

○議長（中村芳隆議員） 19番、若松東征議員。 

○１９番（若松東征議員） ありがとうございます。 

  そうすると、市長の公約にあった小中学校のエ

アコン設置ということは、例えば小中学校のこれ

はどう言ったらいい、学級数というのかな、それ

がどのぐらいなのか。それに、もしつけたとした

ら、どのぐらいの予算がつくのか、もしわかって

いる範囲で結構です。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 
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  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） 整備に当たってのクラス

数というんですか、もちろん経費かかりますので、

現在積み上げているところでは、あくまで普通教

室、一番利用頻度の高いというところを対象に考

えております。数的には409クラス程度あるかな

と思っております。 

  それと、経費のいわゆる額ですが、工事費、現

在、設計に出している部分がございまして、細か

な積算まではいっておりませんので、今後、設計

が上がる段階で見えてくるかなと思っております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 19番、若松東征議員。 

○１９番（若松東征議員） 今、409の教室という

形で、もしそれはまだ設計の段階だということで、

もしそれを取りつけた場合に、そうするとそれに

いつものしかかってくる光熱費、電気料というの

かな、それがもし大体概算というか、計算がなさ

れているんでしたら、お伺いしたいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） 大変申しわけありません

が、導入する機械の容量であるとか、それによっ

て電気料もその都度、変わってまいりますので、

現在、学校ごとに積み上げが必要になりますが、

現時点での電気料、光熱水費の伸びるといいます

か、高くなる部分についてはちょっと積算してお

りません。 

○議長（中村芳隆議員） 19番、若松東征議員。 

○１９番（若松東征議員） わかりました。これか

らということで、なぜかというと、これが何か市

長公約の目玉みたいで、皆さん、かなりＰＴＡの

方も期待していたみたいなので、これ、目に見え

ないんだよということで、今回の質問に持ってい

ってまいりました。 

  今、教育部長から、るる答弁がありまして、な

るほどなと、実際には動き始めたのかなという形

であります。そんな形でこの件は終わります。ぜ

ひ早めに。 

  もう１点、申しわけないです。そうすると、こ

れはもう１点だけこの件について聞きたいんです

けれども、全教室を一遍にやるわけにはいかない

と思うんですけれども、大体、年間計画としてど

のぐらいの教室数でいくのか、それがもしわかり

ましたらお願いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） 年次計画ということでご

ざいますが、今年度、今、設計に入っております。

その辺で実際に１つのクラス当たりどのぐらいか

かるかというものを積算できますので、全体の事

業費などをその辺から割り出した中で、年次計画

を詰めていきたいと思っておりますので、当面、

３年から４年というような考え方の中で計画は進

めたいと思っております。 

○議長（中村芳隆議員） 19番、若松東征議員。 

○１９番（若松東征議員） ありがとうございます。 

  ３年から４年ということで、ぜひ早めに進めて

いってもらいたいと思います。 

  大体、いろいろあって時間もなくなってきたの

で、もっと追及したいところはあるんですけれど

も、それでは、２回目の質問の中で⑵の補正予算

は終わらせてもらいまして、⑶の平成28年度主要

事業について、２回目の質問に入らせていただき

ます。 

  その中で、先ほど市長より答弁がありました移

動手段確保が困難な高齢者への外出支援タクシー

料金助成事業をという形で復活したと思いますけ

れども、現在進行していると思うんですけれども、

進行状況並びに、どのぐらいの人数が申し込まれ
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たのか、お伺いしたいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（菊地富士夫） 今年度、また新た

に始まりました高齢者外出支援タクシーの現在の

状況について、お話をさせていただきます。 

  ご存じのように、８月16日から申請がスタート

いたしまして、９月５日現在の申請状況というも

のが手元にございますので、現在のところ1,482

件の申請がありました。当初、私どもで予定をと

いうか、予想をしていたところでは2,800件程度

の方々が申請に来られるのかなというふうなよう

な予想をしていましたけれども、現在のところ、

このような状況でございます。 

○議長（中村芳隆議員） 19番、若松東征議員。 

○１９番（若松東征議員） ありがとうございます。 

  1,482ということで、この移動手段に対して一

時ちょっとやめた傾向があると思うんですけれど

も、そこの形の何かマイナス点とプラス点が改良

されて、改革されて、これにまた事業が復活した

のか。その辺がもしわかりましたら、お伺いした

いと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（菊地富士夫） 前回、25年９月で

この事業は一度やめておりますけれども、その時

点での課題というか、そういうところを改善を図

って、今年度からスタートしたわけでございます。 

  主なポイントといたしましては、まず、市街地

から離れている方が使い勝手が、やはり１回に使

える枚数が少ないので、そういう使い勝手が悪い

というようなところ、そういうところの改善は、

１回の乗車につき10枚まで利用が可能だというと

ころで改善を図ってまいりました。 

  また、あとはタクシー利用券を使うに当たって、

その方が使っているかどうか。あとは、そのタク

シー券をひょっとしたら不正にほかの方に売り渡

しているというような、そんなこともあるのでは

ないかなというようなところがありまして、そう

いう点では個人宛てに利用者証というものを配付

いたしまして、それに沿ってしっかりと利用して

いただくというようなところ、こういったところ

の改善を図りまして。 

  あともう１点、利用資格ということで同居のご

家族の方がいる場合の、その方たちの支援が受け

られないというような、そういうところで就労証

明なり、いろんな障害の証明とか、そういうとこ

ろの証明書の確認をとって交付を行うというよう

な、そういったことについて改善を図ってきて交

付を行っているというようなところでございます。 

○議長（中村芳隆議員） 19番、若松東征議員。 

○１９番（若松東征議員） 大変改善されたと思っ

ております。ありがとうございます。 

  続きまして、これは何番になるのかな、ここで

また出るとしつこいかなと思うんですけれども、

③の国、県との太いパイプでつながった那須塩原

市についてということで、先ほども答弁いただき

ましたけれども、その中の市政方針の中にちょっ

とアンダーがあっているのが、これも聞いてくれ

と言われたので、お聞きしたいと思います。 

  生産年齢の人口層への負担の増加などが見込ま

れる中、国や県、近隣市町とのつながりは不可欠

でございますと。国におきましても地域間の広域

連携を積極的に推進し、市町村の枠にとらわれな

い広域的な連携を図り、効率的、質の高い住民サ

ービスを提供し、地域づくりを行っていくことを

必須であるものと考えておりますとありますけれ

ども、先ほどの答弁もありましたけれども、これ

も何かぼやっとしているものですから、先ほどの

答弁以外に何かありましたらお願いいたします。 
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○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 広域連携ということでご

ざいますが、先ほどの答弁と同じことの繰り返し

という中では、まず定住自立圏ということで八溝

山周辺地域、さらには、私どもが中心市を務めま

す那須地域定住自立圏といったところの中で交流

人口、さらには定住人口の増加に向けた取り組み

を連携しながら進めているというところでござい

ます。 

  それ以外の広域連携ということになりますと、

従来からやっております那須広域行政事務所での

共同事務とか、いろいろ多々あると思います。そ

んなことで、お答えとさせていただきます。 

○議長（中村芳隆議員） 19番、若松東征議員。 

○１９番（若松東征議員） ありがとうございます。 

  るる、いろいろ聞きましたけれども、まだまだ

聞きたいことがあるんですけれども、次の質問が

なくなっちゃうので、この辺でちょっと切りかえ

ます。 

  人口減少と超高齢化時代の到来など、先行き不

安が拭い切れない状況にある中、平成26年５月に

日本創成会議がストップ少子化・地方元気戦略と

題したレポートを発表し、我が国が直面している

人口減少と地方から大都市への人口の流出の現状

を踏まえ、2040年には全国市区町村の半数が消滅

するおそれがあるとの将来予測を行うなど、地方

自治体の存続にかかわる極めて重大な問題を提起

されています。 

  本市では、平成26年３月に県内他市町村に先駆

け、定住促進計画を策定し、人々から選ばれるま

ちづくり、人口の減らないまちづくりを核とした

持続可能な社会の構築を目指すとともに、平成27

年の３月には国の方針を踏まえて、これを改定し、

那須塩原市まち・ひと・しごと創生総合戦略とし

て位置づけ、各種施策を推進しているところであ

るが、このような内外情勢を受け、平成27年度に

おける本市の予算は、雇用の創出、子育て環境の

充実、特色ある教育の推進、快適な生活の支援、

交流の場の提供など、定住促進を図るための事業

を初め、市民の健康と安全を守るための放射能対

策事業、那須塩原市10周年記念事業などを重点と

した事業が施行されました。 

  また、生産年齢人口減少等による税収の落ち込

み、高齢化の進展による社会保障費増大などによ

り、将来的に厳しい財政運営が予測される中、市

債発行を可能な限り抑制するなど、持続可能な財

政運営の維持に配慮しながら都市間競争に勝ち残

るために、これらを蓄積した財源を活用し、事業

展開を未来への投資と位置づけた予算執行がなさ

れることがあったと思います。定住促進計画強化

を推進するため、各種施策を支える政策基盤を確

保し、短期、中期、両面から市政がなすべき役割

を確実に果たすことによって市民生活に安心をも

たらし、希望を示すのが必要と思います。 

  市民からの貴重な税金を無駄なく有効に活用す

るという姿勢で、効率的で効果的な市民生活を直

結する優先度の高い施策を構築して、最少の経費

で最大の効果を生み出すような市民サービスを展

開されるよう切に望み、平成28年度市政運営方針

についての質問を終わり、次に移ります。 

  地域おこし協力隊について。 

  総務省が地域力の創造と地方再生を目的に創設

した地域おこし協力隊は、全国で2,625人が活躍

しております、平成27年度、そして昨年実施した

地域おこし協力隊定住状況等調査によれば、任期

終了後、隊員の６割は引き続き同じ地域に定住し

ており、一市町村内に定住した隊員のうち、約２

割の方が起業しています。地域おこし協力隊ビジ

ネスアワード事業は、地域の課題解決や地域活性
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化に向けて地方自治体の支援のもと、起業に取り

組む地域おこし協力隊員または隊員ＯＢ、ＯＧの

取り組みを総務省モデル事業として採択し、委託

調査事業として実施することで、隊員が起業に取

り組む際のノウハウ等の調査、分類を行い、全国

へと横展開することを通じて隊員の活動の一層の

充実や地域への定住、定着を後押しすることを目

的としています。 

  那須塩原市の地域おこし協力隊について伺いま

す。 

  ⑴平成26年10月から２名を委嘱し、農業、観光

の活性化が目的の活動をしている。活動の内容に

ついて伺います。 

  ①農業農村振興担当は、どのような活動をして

いるのか伺います。 

  ②観光振興担当は、どのような活動を行ってい

るか。 

  ⑵９月から２名が追加起用されていることにつ

いて伺います。 

  ①那須塩原市で地域課題等をどのように考え、

地域活性化に必要なものは何であるかを考えるか

を伺います。 

  ②応募方法、採用方法はどのように行っている

か。 

  ③追加採用となっている２名の方は、どのよう

な活動を行っていくのか。 

  ④今後さらに追加採用をしていく考えはあるか、

お伺いしたい。 

  これで、第１回目の質問とさせていただきます。 

○議長（中村芳隆議員） 19番、若松東征議員の質

問に対し答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） それでは、２．の地域お

こし協力隊について、順次お答え申し上げます。 

  まず、⑴の平成26年度から採用しております地

域おこし協力隊の活動内容についてでございます

が、①の農業農村振興担当につきましては、農務

畜産課に所属いたしまして、本市の特産品である

牛乳の普及、ＰＲなどを主に行っております。那

須拓陽高校の生徒とタイアップした乳製品の研究

開発や酪農家等の地元関係者との交流、生乳生産

本州一のプロモーション活動を行っております。 

  ②の観光振興担当につきましては、商工観光課

に所属し、ソーシャルメディア等の活用により若

者や外国人観光客に対する観光情報の発信などを

主に行っております。 

  次に、⑵の９月から追加採用いたしました２人

の地域おこし協力隊についてでございますが、①

の地域の課題をどのように考え、地域活性化に必

要なものは何であるかと、③の追加採用になった

２人がどのような活動を行うのかについては、関

連がございますので、あわせてお答え申し上げま

す。 

  地域の課題は、地域によってさまざまあると思

いますが、より多くの若者が地域活動へ参加する

ことが地域活性化には大変重要であると考えてお

ります。今回採用いたしました地域おこし協力隊

につきましては、コミュニティーの活性化や市民

大学の企画運営、地域魅力の発信などの活動を予

定しております。 

  次に、②の募集方法と採用方法についてですが、

募集方法は市のホームページ、フェイスブック、

ニッポン移住・交流ナビなどに募集記事を掲載す

るとともに、東京のふるさと回帰センター、ハロ

ーワーク等に募集の協力を依頼いたしました。 

  また、採用方法につきましては、書類審査と面

接審査を経て、６人の応募者から２人を採用して

おります。 

  最後に、④の今後の追加採用についてでござい

ますが、既に採用した地域おこし協力隊の活動状
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況や担当部署からの要望等を踏まえ、必要に応じ

検討してまいりたいと考えております。 

○議長（中村芳隆議員） 質問の途中ですが、ここ

で10分間休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時５７分 

 

再開 午前１１時０５分 

 

○議長（中村芳隆議員） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  19番、若松東征議員。 

○１９番（若松東征議員） 先ほど、企画部長の答

弁でるる納得いたしました。関連がありますので

一括して、時間もないことから一括して再質に入

らせていただきます。 

  １点だけ部長というか、答弁いただきたいんで

すけれども、地域おこし協力隊の給料並びに総務

省、国からどの程度のものが補償されてくるのか。

それだけ１点、お願いします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 地域おこし協力隊につき

ましては、まず身分でございますが、本市の非常

勤特別職というような立場でございます。 

  給与につきましては、16万6,000円ということ

でございます。 

  国からの支援ということでございますが、国の

ほう、総務省でございますが、そちらのほうから

特別交付税措置ということで給与等というか報酬

ということなんですが、報酬等に係る経費として

上限200万円ということで支援をいただきます。 

  あとは、家賃だとか、車のリースだとか、そう

いうところで200万円、合計400万円の特別交付税

措置があるということでございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 19番、若松東征議員。 

○１９番（若松東征議員） 16万円というと少ない

のかなと思っても、車を借りたり、アパートなど

の手配とかいうことで、そうでもないのかなと思

います。 

  そんな中で、一応、部長の答弁で大体わかりま

したし、なぜかというと、まだ２年そこそこだと

思うんですよね。 

  だから、結果的には出ないと思うし、人数も少

ないので、私が調べた結果なんですけれども、地

域おこし協力隊、全国平均で見ますと、北海道が

369名、続いて長野県222名ということで、るるず

っと行きますね。100人以上、来ているところが

高知、島根とありますけれども、ずっと下がりま

して、栃木県44名ということで、三重と一緒かな

という形で、最低が東京６名、埼玉５名という形

になっております。どうしても僻地のほうという

か、ちょっとあれのところにみんな地域おこしが

来るのかなと思います。 

  るる聞きたくても、まだ２年で、まだ期限が残

っているので、そこに残るか残らないかはまだこ

れからの課題だと思いますけれども、その中でこ

んなことがちょっとわかってきました。成功事例、

限界集落から復活した奇跡の集落。新潟、トワ、

トワという十に日に町の市というんですけれども、

その池谷・入山集落ということで、その中にちょ

っと省略なんですけれども…… 

〔「トオカイチだ、トオカイチ」と言う人

あり〕 

○１９番（若松東征議員） そうけ。 

  限界集落とは、人口の50％以上が65歳以上の高

齢者になって、冠婚葬祭などの社会的共同生活の

推移が困難になっており、社会単位での存続が困

難になっている集落を示す言葉ですと書いてあり
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ます。2006年の総務省調査によると、過疎地域等

の６万2,221集落のうち、限界集落として10年以

内に消滅する可能性のある集落が422、10年以下

に消滅する可能性のある集落が2,219と予想され

ているという形で、こういう形の中に地域おこし

協力隊が入って地域をおこしているのかなと思い

ます。 

  そんな中の事例が幾つもあるんですけれども、

時間がないのでもったいないなと思うんですけれ

ども、これを１つぐらい挙げられるのかなと思っ

て、１つユニークなのがあります。岡山県美作市

の地域おこし協力隊ですね。ここでの地域おこし

協力隊の話題を押し上げたのはという形でるるあ

るんですけれども、何をやったかというと、地域

おこし協力隊が地域を巻き込んで棚田を何とかし

ようということで、田んぼの土手の草刈りをした

と。 

  これを行政サイドでやると、ちゃんと運んで、

それは産業廃棄物として処理しなくちゃなんない

と。そんな手間なんかやっていられないよという

ことで、ある人のアイデアで農家の方に言ったら、

そこで燃やしちゃえということで野火焼きをした

みたい。それが大成功でどんどん人が集まってき

て、そんな形で。最後にも言うけれども、何てい

うんですかね、私は別に何もやっていないと、た

だ草刈りなんだと、そこにきれいな棚田が浮かん

できて、そこにいろんな方が来るようになったと

いう、これは１つの事例なんですけれども、そん

ないろんなことが、失敗作も出ております。 

  そんな中で、もう時間がないので、施行された

数年の取り組みですので、現時点で成果総評や今

後の見通しを言及することは難しいでしょう。で

すが、地域おこし協力隊の任期を終えて６割の

人々がその地にとどまっていること、その人たち

の多くは現在も定住していることを踏まえると、

地域おこし協力隊の取り組みは今後も息長く継続

されていくことが十分予想されます。 

  価値観や働き方の多様化が促進される現代社会

のこれからにおいて、自然環境や歴史、文化に育

まれた地方活動を希望する都会の人たちは多く、

今後もふえて続くでしょう。 

  近年、世界的にベストセラーとなった名著「ワ

ーク・シフト」（リンダ・グラットン著）におい

て、これからの未来の人々の望ましい働き方が大

切とつづられています。一人一人が競争するので

はなく、協力し信頼し合える人間関係を幅広く築

き、そうした人たちとの共同作業によってイノベ

ーションを起こすこと。働いて稼いだ賃金に幸福

感を得るのではなく、働くことに情熱を傾け、そ

こから幸福を感じられることというようなことに

なっております。まさに、地域おこし協力隊の活

動、このような意義があるべきだと思います。 

  以上で私の一般質問は終わります。 

○議長（中村芳隆議員） 以上で、19番、若松東征

議員の市政一般質問は終了いたしました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 平 山 啓 子 議員 

○議長（中村芳隆議員） 次に、23番、平山啓子議

員。 

○２３番（平山啓子議員） 改めまして、こんにち

は。23番、公明クラブ、平山啓子でございます。

一般質問をさせていただきます。 

  １項目め、市民サービスの一環として（証明写

真機の設置について）お伺いいたします。 

  さまざまなサービスを受けられるマイナンバー

カードや、本庁で受け付けているパスポートの申

請には顔写真が必要なため、証明写真機が市役所

にあると非常に助かるとの声が市民から寄せられ
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ております。 

  そこで、証明写真機の設置についてお伺いする

ものです。 

○議長（中村芳隆議員） 23番、平山啓子議員の質

問に対し答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 平山啓子議員の市民サービス

の一環としての証明写真機の設置についてお答え

をいたします。 

  まず、パスポート申請については、ほとんどの

方が写真をご持参いただいている状況でございま

す。そうでない方につきましては、近くの証明写

真機や写真店をご案内しているところでございま

す。 

  また、マイナンバーカードについては、国へ申

請していただくことになります。その申請方法は、

通知カードに同封された申請書に必要事項を記載

して郵送する方法に加えて、パソコンやスマート

フォン、さらにはまちなかに設置されているマイ

ナンバー申請機能つき証明写真機から申請する方

法などがございます。 

  このうち、申請機能つき証明写真機につきまし

ては、市内のショッピングセンターやカメラ店等

に現在５台設置されていることを確認をしており

ます。 

  総務省によりますと、一般の証明写真機から順

次変更を奨励していくとの予定でございまして、

今後はさらに増加していくものと推測をしており

ます。こういったことから、当面、庁舎の中に設

置する考えは持っておりません。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆議員） 23番、平山啓子議員。 

○２３番（平山啓子議員） それでは、再質問させ

ていただきます。 

  ただいま、市長から答弁がありました。本市に

おいてパスポート、旅券の申請数は、年間平均ど

のくらいの件数が利用しているのでしょうか。 

  また、今のご答弁の中に市内に設置されている

５台、マイナンバーまた証明写真機が市内に５台

設置されているとご答弁がありましたが、その５

台の設置場所についてお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 平山啓子議員に申し上げ

ます。 

  一問一答ですから、１つずつの項目で質問をす

るようにお願いいたします。１つずつでございま

すので、もう一度質問をするように。 

  23番、平山啓子議員。 

○２３番（平山啓子議員） 申しわけありません。 

  それでは、１つ目の質問で旅券の申請数、本市

において年間どのくらいの利用があるのか、お伺

いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（菊地富士夫） 年間の旅券の受け

付け申請の数についてお答えを申し上げます。 

  25年度から実績がありまして、25年度につきま

しては2,276件、26年度2,101件、27年度2,028件

ということで、おおむね2,000件ちょっとの数と

いうところで申請があるというふうに受けており

ます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 23番、平山啓子議員。 

○２３番（平山啓子議員） ありがとうございます。 

  そうすると、大体これが年間ですから、月平均

200件弱の方が利用されていると思います。 

  そこで、申請時においては、ほとんどの方が写

真を持参してくると今お伺いしましたが、そうで

ない方については近くの証明写真機、また写真店

をご案内しているとありますが、そうでない方と

いうのは、例えば写真を忘れた方、また写真の規
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格外の方で間違って張ってきちゃった、そのよう

な方についてでよろしいでしょうか。 

  また、違うような方が、もしくは今までにその

ような方がいらっしゃいましたらお伺いします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（菊地富士夫） パスポートに申請

をする写真につきましては、それぞれ規格があり

まして、私どものほうでは窓口で書類等が全てそ

ろって、県のほうへそれを、お送りすることがで

きるかどうかということを確認しておりますので、

その中で写真が規格等に合っていなければ、その

あたりは窓口の中で、この部分については訂正を

し、新たに写真を撮って、申請をそろえてくださ

いというようなところでご案内をしているところ

でありまして、幸いにも申請窓口、本庁の近くの

ところにも証明写真機がありますので、そういう

ところをご案内しているというような状況でござ

います。 

○議長（中村芳隆議員） 23番、平山啓子議員。 

○２３番（平山啓子議員） 近くに確かに証明写真

機が設置されておりますが、例えばうっかり忘れ

てきちゃったというようなお客様に対しても、例

えばお天気の悪い日、雨の日もあるだろうし、雪

の日もあります。また高齢の方、また障害のある

方にとっては、大変に不便ではないかと思います。

若い人にとっても、面倒くさいなというような感

じで、同じ気持ちではないでしょうか。何回も足

を運ぶ方もいると思います。もう少し市民にとっ

て、利用者にとって温かみのある利便性を考える

ことも大事ではないかと思います。本当に庁内に

設置されてあれば、何回も足を運ばなくても用が

足りるし、利用される方にとっても喜ばれると思

います。 

  市内に、先ほども質問しましたけれども、５台

設置する場所、これをお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（菊地富士夫） 現在、マイナンバ

ーカードの申請対応型の証明写真機というものが

市内に５台設置されておりまして、場所につきま

しては、島方にあるイオンのショッピングセンタ

ー内、そして共墾社にあるカインズホーム、本庁

の隣です。ファミリーマート那須塩原豊浦という

ところです。これは、公民館、とようら公民館の

近くというようなところだと思います。もう一つ

がベイシアの那須塩原店というところで、これは

緑町のほうになります。あとはカメラのキタムラ

黒磯店ということで、市役所の近くの住吉町のと

ころだと思います。こちらのほうの５店で確認を

しております。 

○議長（中村芳隆議員） 23番、平山啓子議員。 

○２３番（平山啓子議員） 今、５カ所をご紹介い

ただいたんですけれども、庁内に設置することで、

例えば民間の方々の営業に妨げになるんじゃない

かということで設置をしないというお考えなんで

しょうか。庁内に設置することで、５カ所の営業

に妨げになることはないというふうに私は思いま

す。どうでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（菊地富士夫） これは、一つには

需要と供給の関係がありまして、年間、先ほど議

員おっしゃられたように、パスポートの申請が

2,000件程度で、多分、市役所があいているのが

240日程度だと思いますので、１日当たりにする

と申請は８件程度かなということだと思います。

それで、その中で写真をお忘れになるという方は、

多分、数の中ではほとんどいらっしゃらないのか

なというところで、まず必要性というところから、
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まだ市役所につけるような状況にはないというこ

とであります。 

  あと、もう一つなんですが、市内に５店舗あり

まして、そのあたりの営業を妨害するかというと

ころなんですが、これはあくまで行政が設置をす

るということではなくて、民間にも幾つかの業者

がおりまして、その業者がこのあたりにこういう

写真機を設置すれば大方ペイできるというか、そ

ういうことがあると思いますので、そのあたりの

多分、自分たちのマーケティングというものを考

えているかと思いますので、そのあたりのことは

民間の方たちの考え方というところにまだ現時点

では委ねるべきではないかなというような判断を

しております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 23番、平山啓子議員。 

○２３番（平山啓子議員） 例えば、本庁舎または

支所、公共施設のほとんどに設置されている自動

販売機、いわば自販機はどうでしょうか。自販機

は、ほかの営業施設、あらゆる場所に、現在田ん

ぼのあぜ道にも設置されている状況です。これは

本当に住民サービスの一つといってもいいんでは

ないかと思いますが、証明写真機もこれと同じよ

うな利用価値というかと私は思います。 

  証明写真機も自販機と同様に、庁内に場所をお

貸しして、管理も一切民間の方にお任せする。こ

れはどこの自販機もそうですし、現在、証明写真

機が置いてあるところもみんなそういうふうにし

ていると思います。 

  だから、これを民間で、やはり自販機において

もやっていることですし、証明写真機の民間の方

にお任せしてはいいんではないかなというふうに

私は思うんですけれども、どうでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（菊地富士夫） 設置の判断につき

ましては、先ほど議員おっしゃられた一般の自販

機とか、そういうものとはやはりこの証明、マイ

ナンバー機能カードの申請対応の証明写真機とい

うものを、まだ需要と供給の関係というか、まだ

そこまでの必要性というものは現時点ではないと

いうような判断をさせていただいております。 

  ちなみに、県内において現時点で把握している

ところでは、宇都宮市だけは中に設置をされてい

るという情報はつかんでおりますが、ほかのとこ

ろにつきましては、まだ設置をされていないとい

うような情報をつかんでおります。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 23番、平山啓子議員。 

○２３番（平山啓子議員） いずれ本庁舎が完成す

ると思います。そのときには庁舎内にコンビニと

か、また民間の力もいろいろな形で導入されると

思います。市民の本当にサービス、行政のサービ

ス精神を大いに発揮して、利便性を考慮してほし

いと思っております。 

  次の２項目めに入ります。 

  魅力ある図書館を目指して。 

  若者の活字離れ、読書離れの声を聞いて久しく

なります。ゲームやメールのやりとりで事件、事

故を引き起こす現在、一つの社会現象となってお

ります。これを時代の流れだからと受けとめてい

いのでしょうか。 

  ⑴子どもから大人まで、全ての人が本に親しみ、

豊かな心を育むきっかけをつくるための読書履歴

を残すことができる「読書手帳」の配布について

お伺いいたします。 

  ⑵子どもと一緒に図書館を利用する方々の「赤

ちゃんタイム」についての検証はいかがなされた

か、お伺いします。 

  この質問は、昨年12月に同じ公明クラブ星宏子
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議員も質問をしております。 

○議長（中村芳隆議員） 23番、平山啓子議員の質

問に対し答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） ２．の魅力ある図書館を

目指してについてお答えをいたします。 

  初めに、⑴の読書手帳の配布についてでござい

ますが、ただいま議員質問にありましたように、

昨年の12月議会で星議員にお答えをしたところで

ございますが、読書手帳につきましては、いわゆ

る預金通帳タイプ、それとお薬手帳タイプ、自書

タイプの３種類がございます。これらは本市が市

民の方に本に親しんでいただくために有効なもの

であるということで認識はしております。 

  まず、導入に当たって、貸し出し記録が自動的

に印字される預金通帳タイプ、それと貸し出し記

録が印字されたシールが出てきまして、それを張

りつけるお薬手帳タイプにつきましてのこの２種

類につきましては、現在の図書館システムとの連

動であるとか、印字用の読書通帳機、また貸し出

し記録シールプリンターなどの整備が必要となっ

てまいります。また、自書タイプにつきましては、

利用者の方が自分で書き込むというような時間ま

たは手間がかかるというような問題、課題が残っ

ております。 

  このようなことから、現在の３図書館におきま

して、お薬手帳タイプと自書タイプ、これを合わ

せた形で、現在、貸し出しレシートというのを貸

し出す際にお出ししているわけなんですが、その

レシートを手帳に張りつけていただいて、なおか

つ本人が読んだ本の感想等を書き込むことができ

るようなタイプのものを年内の導入に向けて、現

在、試作等をつくっているというような状況でご

ざいます。 

  次に、⑵の赤ちゃんタイムについてお答えをい

たします。 

  赤ちゃんタイムにつきましては、乳幼児連れの

方が気兼ねなく図書館を利用してもらうために、

乳幼児が泣いたり、声を出したりしても温かく見

守りましょうというような時間のことを言ってお

ります。館内がにぎやかになることから、実施す

るに当たってはほかの利用者のご理解とご協力を

いただくというようなことになるものでございま

す。 

  現在策定中の子どもの読書活動推進計画のアン

ケートの中に、図書館に行かない理由として、や

はり子どもが静かにできないからというような回

答もございました。 

  一方、図書館ボランティア団体の関係者からは、

小さいときから、本、図書館に親しめるように、

少し騒いでもいい子どもの居場所づくりというよ

うなものの要望等もございました。 

  これらを踏まえまして、現在、市教育委員会と

しましては、赤ちゃんタイムの導入に向けまして

検討を行っておりまして、平成29年度からの本格

的な実施を計画しているところでございます。例

えば、かみしばい会であるとか、おはなし会、そ

ういった事業の実施に合わせまして行うであると

か、時間帯、曜日、回数等を検討しながら利用者

に対する周知を図るということもあわせて行い、

年明けから試行を行えればと思っております。そ

の検証の結果で、29年度からの本格実施というふ

うに現在考えているところです。 

○議長（中村芳隆議員） 23番、平山啓子議員。 

○２３番（平山啓子議員） 今、前向きなご答弁を

いただきました。 

  では、⑴の読書手帳についての再質問をいたし

ます。 

  ただいま、お薬手帳タイプ、自書タイプをあわ

せた形で年内の導入に向けて今試作を行っている
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というふうなご答弁をいただきました。たまたま

活字離れの歯どめとなるようにと、読書手帳とか

読書通帳という名前で多くの自治体が現在導入さ

れております。 

  ただいまのご答弁で、３つの図書館を対象にと

のご答弁ですが、13分室については対象とされて

いますでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） 最初に答弁しましたよう

に、現在、貸し出しの際にレシートを発行してい

るわけなんですが、機械等の関係で13分室全てに

そのレシートが発行できるような機械がそろって

おりませんので、まずは３図書館の中で実施をし

てみて、今後の導入に向けての検討も含めて進め

ていきたいというふうに考えています。 

○議長（中村芳隆議員） 23番、平山啓子議員。 

○２３番（平山啓子議員） 配布対象については、

今検討中なんですけれども、どのくらいの対象を

考えていますでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） 議員ご質問のように、や

はり子どもたち、本に触れる機会というのは非常

に大切であろうと思っておりますので、当初は、

小中学生、また乳幼児、子どもたちを中心にまず

は考えたいと思いますが、一般の大人の方も利用

される方がほかの自治体ではいらっしゃるようで

ございますので、その辺も検討の中で整理してい

きたいというふうに考えています。 

○議長（中村芳隆議員） 23番、平山啓子議員。 

○２３番（平山啓子議員） ちょっとこれは一つの

例なんですけれども、これは、たまたまことしの

７月に常任委員会で長久手市にゴジカラ村という

ところを視察に行きました。そこの場所で今、読

書手帳を配布しているんですけれども、その中も

いい取り組みをしています。ここは、対象は子ど

もから大人まで全部なんですね。全ての人が親子

で図書館に足を運んで、本に親しむきっかけづく

りとして、また、そこの中で親子の会話ができる

ということで、読書手帳というのを現在つくって

おります。どうぞ、ごらんになってくださいませ。

こちらが読書手帳です。 

  こちらが、読書手帳のつくり方が図書館のホー

ムページからダウンロードされております。それ

からそのつくり方で、これが簡単に紙ベースで、

本当にお金をかけないで長久手市は今現在、取り

組んでいるんですね。 

  これが折りたたんでできた完成の読書手帳とい

うことなんですね。すばらしい取り組みだと思い

ます。これは大体ここに折り込んで、真ん中でこ

ういうふうに切って、こういうふうにこの１冊が

40冊書き込むようになっているんですね。40冊が

完了しましたら、鉛筆とかシールとか、そういう

おまけもついてくるそうなんです。それで、たく

さん読んだで賞という後ろに賞状みたいな小さな

のもあるんですね。あなたは読書手帳に挑戦され、

見事に40冊の本を読んだことをここに表彰します。

これからもたくさんの本を読んで、あなたの心を

豊かにしてくださいという、長久手市で取り組ん

でいる、たまたま読書手帳等があったので、参考

にと思ってお持ちいたしました。 

  たまたま長久手市、人口５万都市なんですけれ

ども、全国住みよさランキング２位でございます。

すばらしいいろいろな面での取り組みもしており

ます。 

  このように、一つの事例なんですけれども、確

かにお金をかければいいものではないというふう

に思います。お金をかければ、たくさんいいもの

もできるでしょうけれども、数だとやはり予算も
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それだけかかるのではないでしょうか。やはりお

金をかけたとしても、立派なのをつくったとして

も、図書館に足を運んでくれなければ話にならな

いことですから、これも楽しみながら読書に取り

組めるということで一つの事例をご紹介いたしま

した。 

  本市においても、いろいろ今検討中ということ

なので、やはり使い勝手のいい、誰もが親しまれ

る、そういうような読書手帳を作成していただき

たいと思います。 

  では、⑵の赤ちゃんタイムですね。これも今い

ろいろなアンケートの中から、やはり赤ちゃん、

子どもを連れて、図書館にいて、子どもがじっと

しているわけがないんですよね、本当に我慢して

も30分。それですので、やはりみんなの目を気に

して、どうしても足が遠くなるものは、これ当然

です。 

  そういう中から、やはり子どもが静かにできな

いから足が遠いとか、またボランティア団体のメ

ンバーからも、やはり少しぐらい騒がせても我慢

が、周りの人がいろいろな配慮をして我慢してあ

げなくてはいけない。小さいときから、本、図書

館に親しめるように、子どもの居場所づくりも大

事だというようなお声も聞いております。 

  また、教育委員会からも、赤ちゃんタイムの導

入を前向きに検討して、来年、29年度から本格的

に実施を、今、計画を考えているということなん

ですね、やはり時間帯、曜日、回数。 

  また、例えばこれは私の案なんですけれども、

ほかの人に気兼ねなく利用できるというとすれば、

例えば月曜日、例えば例ですけれども、月曜日の

９時から11時は貸し切りですよ、赤ちゃんタイム

の時間ですよというのも一つの案ではないかと思

います。 

  本当に31年に（仮称）駅前図書館ですか、これ

がすばらしいのがオープンする予定です。本当に

誰もが行きたくなる、また行ってみたいと言われ

るような魅力ある図書館に期待するものです。 

  では次、３項目めに入ります。 

  参議院選挙を振り返って。 

  国政選挙、地方選挙は全国的に投票率が低下傾

向にあり、特に若い世代は他の世代に比べ低い水

準であります。選挙年齢が18歳以上に引き下げら

れたことから、若年層の政治への関心、周知活動

への取り組みが問われております。 

  そこで、参議院選挙全般を振り返りまして、以

下の点についてお伺いするものです。 

  ⑴市内の投票所別の投票者数、投票率のお示し

はありますが、年代別の投票者数、投票率につい

て、わかる範囲でお伺いいたします。 

  ⑵期日前投票の充実のため、現在、市内４カ所

の期日前投票所のほかにも設置してはどうか、お

伺いいたします。 

  ⑶在宅で投票所に行くことができない高齢者、

障害のある方、病弱な方々の投票における市の対

応についてお伺いします。 

  ⑷投票率向上の視点から、ショッピングセンタ

ーなどへの共通投票所の導入についてお伺いいた

します。 

○議長（中村芳隆議員） 23番、平山啓子議員の質

問に対し答弁を求めます。 

  選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（稲見一志） ３．の参

議院選挙を振り返ってについて、順次お答えをい

たします。 

  初めに、⑴の参議院選挙における年代別の投票

者数、投票率についてお答えをいたします。 

  今回、新たに有権者となりました18歳及び19歳

の方につきましては、全数調査を行っておるため

実数値となっておりますが、これ以外の年代につ
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いては、期日前投票者数をもとに算出をいたしま

した推計値となっておりますので、ご承知おきを

願いたいと思います。 

  投票者数につきましては、18歳が506人、19歳

が380人でございました。 

  投票率につきましては、10代が38.12％、20代

が34.17％、30代が41.40％、40代が49.11％、50

代が59.17％、60代が66.88％、70代が64.58％、

80代以上が36.11％となっております。 

  次に、⑵の期日前投票の充実のために、現在、

市内４カ所の期日前投票所のほかにも設置をして

はどうかということについてお答えをいたします。 

  さきの参議院選挙を見ましても、本市の期日前

投票者数は、宇都宮市、栃木市に次いで県内第３

位の投票者数となってございます。このことから

も本市の期日前投票者数はかなり利便性あるもの

と認識しておりますが、さらなる利便性向上を図

るために有効な場所への増設も視野に入れた検討

をしていきたいと考えてございます。 

  次に、⑶の在宅で投票所に行くことができない

高齢者、障害のある方、病弱な方々の投票におけ

る市の対応についてお答えをいたします。 

  在宅でも投票可能な制度といたしましては、郵

便による不在者投票の制度がございます。足腰が

不自由で投票に行くことができない、行きたくて

も行くことができないというような問い合わせを

いただいた場合には、この制度のご案内をしてい

るところでございます。 

  しかし、本制度の適用には要介護５、それから

障害をお持ちの方で一定以上の要件を満たす方が

投票ができるということで、限定的なことになっ

てございます。 

  最後に、⑷の投票率向上の視点から、ショッピ

ングセンターなどへの共通投票所の導入について

お答えをいたします。 

  共通投票所につきましては、駅や商業施設など、

利便性の高い場所に設置することにより、投票環

境が向上するメリットがある一方で、突然の選挙

にも対応ができるだけの安定的な場所の確保、そ

れから、二重投票を防ぐためのシステムの構築に

要する多額の予算が必要になるなど、多くの課題

を解決する必要がございます。人が集まりやすい

商業施設等への投票所の設置は投票率向上にも有

効と考えておりますので、今後、先進事例を調査、

研究をしていきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 23番、平山啓子議員。 

○２３番（平山啓子議員） それでは、⑴から再質

問をさせていただきます。 

  ただいま、投票率年代別が今出ました。やはり

ただいまのご答弁にありますように、20代がやっ

ぱり低いですね。今回、10代の18歳選挙権が実現

して初めての国政選挙ということもあり、10代の

投票率は20代よりも高かったのではないかと思い

ます。やはり話題性、主権者教育や選挙管理委員

会の方々の啓発活動が一定の効果をあらわしたも

のではないかと思いますけれども、先ほどの10代

の18歳、19歳の投票者数で、19歳の方が18歳より

低い要因は何かと捉えているでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（稲見一志） 18歳とし

ますと高校生、３年生でございます。17歳の方も

いらっしゃいますが、時期的に７月の選挙でござ

いましたので、７月までに18歳になった方は若干

少なかったと思います。これが、期日が３月近く

になれば満18歳になる方が多くなってくると思い

ますが、その中でも19歳が少ないということは、

19歳となると働いている方、それから大学のほう

に行って、東京とか県外に行っている方が多いと
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いうことで、一般的に大学に行っている方が東京

とか他県のほうに行っているということで、そち

らの方の投票率が低いということが一つの要因か

なというふうに見ております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 23番、平山啓子議員。 

○２３番（平山啓子議員） やはり学校現場におい

ての高校、大学での主権者教育の力の入れぐあい

にも多少は影響があったりもするんではないかな

と思われます。 

  また、進学、就職などで住所を変更とか、投票

の手続が難しかったり、いろいろな投票するに当

たっての面倒くさいということで少し後退してい

るんではないかと思いますけれども、やはりまだ

まだこういう投票の手続の簡素化ということも、

これからは大事になってくるんではないかと思い

ます。 

  そこで、18歳、19歳の本市の投票権のある方が、

今これでいうと、先ほどは投票者数としては合計

で886人なんですけれども、当日投票権がある18

歳、19歳の方は合計で何人ぐらいいるか、わかり

ますでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（稲見一志） ただいま

のご質問でございますが、当日有権者数というこ

とで、18歳の方が1,152名、19歳が1,172名、合計

で2,324名でございます。そのうち、先ほど申し

ましたように、18歳が506名、19歳が380人投票し

たということでございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 23番、平山啓子議員。 

○２３番（平山啓子議員） 今後、やはり改めて主

権者教育ということが大事になってくると思うん

ですけれども、今回の投票率、18歳の方が19歳よ

り上回ったということは、高校生の政治意識の高

まりということがあらわれたと思うんですけれど

も、これをまた一時的にしない取り組みが必要と

なるんじゃないかと思います。 

  そこで、今後の主権者教育についてお伺いいた

します。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（稲見一志） 主権者教

育が重要だということは、国のほうからも通達等

がまいっておりまして、総務省のほうでは前年度、

各高校等に冊子を配って、教科の中で取り組んで

いくということもやってございます。栃木県の選

挙管理委員会でも、出前講座を各高校に行ってい

るところでございます。私ども選挙管理委員会も

昨年３月には、来年度、28年度に向けて出前講座

を実施いたしますということで４つの高校、それ

から１つの支援学校に通知をしているところでご

ざいます。 

  うちのほうの実績はありませんが、栃木県のほ

うの選挙管理委員会が出前講座を市内の高校で幾

つか実施している、あとこれから実施するという

ような状況もございます。市の選挙管理委員会と

しましては、小学校６年生、それから中学校３年

生に毎年、冊子等を配布しております。その中で

参考資料としてご活用いただいているというよう

な状況でございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 23番、平山啓子議員。 

○２３番（平山啓子議員） やはり、将来的には授

業以外に生徒会の総会なんかも活用して、学校を

主権者教育の中心に持っていくのも大事ではない

かと思います。 

  次の⑵の期日前投票についてお伺いいたします。 

  現在、期日前投票、先ほどもご答弁の中で、宇
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都宮、栃木に次ぐ、那須塩原市が３番目の期日前

投票で３番目という成績なんですけれども、県内

で３位なんだけれども、投票率は全国平均よりも

低いんですよね。要するに、那須塩原市の場合、

今回の参議院選、54.7％が全国平均なんですけれ

ども、この投票、期日前投票が３位にもかかわら

ず、まだまだ全国平均に届かない51.5％という数

字なんですけれども、やはりこれを投票所をふや

したからといって投票が上がるわけでもないかな

と思うんですけれども、さらなる今後、利便性向

上に有効な場所の増設というのはご検討している

ということなんですけれども、期日前投票につい

ての場所の増設なんかはやはり考えていますでし

ょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（稲見一志） 期日前投

票所の増設ということでございますが、先ほどご

答弁してみましたように、システムの構築等に多

額の費用がやはり要するということになります。

期日前投票所にはやはり何ていうんですか、うち

は今４カ所実施しておりますが、その１つの投票

所でＡさんという方が投票をすれば、他の３つの

投票所でもその方が投票したということがすぐわ

かるようなシステムになってございます。 

  ですから、二重投票の防止という観点で、そう

いう独自の有線を引いていったパソコン等をつな

ぐ費用がかかるということもございます。これは

共通投票所についても同じでございます。そのよ

うなことから、現在、県内では宇都宮、それから

栃木市、真岡市が期日前投票所をショッピングセ

ンター等に設けているという実績はございます。

そのような先進事例等も研究しながら、増設して

はどうかということで選挙管理委員会の中でご提

案を申し上げ、検討をしていきたいというふうに

考えてございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 23番、平山啓子議員。 

○２３番（平山啓子議員） ⑶の在宅投票について、

那須塩原市広報紙にもご丁寧に、６月20日号に、

広報なすしおばらにもご丁寧に掲載されておりま

す。 

  しかし、やはり選挙のたびに、いろいろな一定

の条件を満たさないとなかなかできないというこ

とで市民の方から声が上がっているというんです

けれども、本市が加入している全国市区選挙管理

委員会連合会からも国に要望しているというふう

にご答弁ありましたけれども、本市が加入してい

るので、本市独自では要介護５から要介護４とか

３の方もできますよとか、そのような条件を見出

すことはできないんでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（稲見一志） お答えを

申し上げます。 

  公職選挙法ということで規定になってございま

す。現在、先ほど申しましたように、要介護５と

いうことは法律上決まってございます。これを要

介護４とか、範囲を拡大してくださいということ

で選挙管理委員会が加入しています連合会等で国

のほうに要望しているというようなものが実情で

ございます。一市町村が国に申し上げるよりも、

連合会としての総意でそういう提言をしたほうが

効果的かと私どもは思ってございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 23番、平山啓子議員。 

○２３番（平山啓子議員） なかなか選挙に行きた

くても、参加したくても、本当にできないという

悔しい思いをされている方もいらっしゃるかと思

います。 
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  やはり、そういう中で各自治体で、例えば移動

式投票所とか、そのようなのもユニークな話題も

あります。そういう中で少しでも多くの方が投票

に、自分が参加できるような、一日でも早いそう

いう日が来ることを願っております。 

  では、⑷の共通投票所の導入についてお伺いい

たします。 

  さきの参議院選から、各自治体では、人の集ま

りやすい駅や大型商業施設等に共通投票所を投票

日当日に設置できるようになりました。投票率を

押し上げる効果が期待されております。市区町村

の選挙管理委員の独自の判断で設置できます。そ

の自治体の選挙人名簿に登録されている有権者の

方が利用できると聞いております。 

  実際、今回の参議院選挙で1,700ある自治体の

中で４つの自治体が取り組みました。数は少ない

です。やはりそれは、先ほどご答弁がありました

ように、いろいろなシステムにお金がかかるとい

うことで、ちょっと足踏み状態、しかし、次から

はやはり206の自治体が導入に向けての検討をし

ているというような総務省のお答えもあります。 

  実際に設置した北海道、また青森県、長野県、

熊本県の地震があった南阿蘇村の４市町にとどま

りましたけれども、やはりそういう大型ショッピ

ングセンター、モール、イオンとか、そういうと

ころでの有権者が買い物ついでに投票できるなど

の利便性から、多くの有権者が利用したと報道が

ありました。 

  例えば、青森県の平川市では、ショッピングセ

ンターのイオンタウンの中に設置して、市内20万

都市なんですけれども、ごめんなさい、違いまし

た、青森県の平川市ですね。これは市内の全投票

所の11％、投開票当日の投票者の約17％で６人に

１人の方がこれを利用したと報道がありました。

投票率は、確かに13年、前回の参議院選よりも、

ここの例えば平川市においてですけれども、10％

も上昇し、全国平均54.7％よりも上回ったと、そ

のような報告もあります。 

  本市においては、ことし11月には県知事選を迎

えます。また、来年４月には本当に重要な改選を

迎えます。期日前投票所、共通投票所の設置につ

いて、本市にとって市民にとって一番いい方法と

なるように期待して、私の質問を終わります。 

○議長（中村芳隆議員） 以上で、23番、平山啓子

議員の市政一般質問は終了いたしました。 

  ここで昼食のため休憩いたします。 

  午後１時会議を再開いたします。 

 

休憩 午前１１時５８分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（中村芳隆議員） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 齊 藤 誠 之 議員 

○議長（中村芳隆議員） 次に、４番、齊藤誠之議

員。 

○４番（齊藤誠之議員） 皆さん、こんにちは。 

  議席番号４番、チーム那須塩原、齊藤誠之です。 

  通告書に従いまして市政一般質問を行います。 

  １．選挙権年齢改正に伴う選挙投票率の向上に

ついて。 

  第21回参議院議員通常選挙が７月10日に行われ

ました。このたびの選挙は有権者の年齢が18歳ま

で引き下げられ、その動向も含めて、とても関心

のある選挙だったと思います。今後の選挙におい

ても投票はとても大切なものであり、自身の意思
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をあらわせる大切なものであることから、以下の

点についてお伺いいたします。 

  ⑴今回の選挙における本市の投票の結果につい

てお伺いいたします。 

  ⑵本市の期日前投票の結果についてお伺いいた

します。 

  ⑶今回の選挙において、投票率向上のために努

めたことがあればお伺いいたします。 

  ⑷今回の選挙結果を踏まえ、今後の選挙におい

ても、若者を初めとした有権者全体の投票率の向

上のために、どのような取り組みをしていくのか

お伺いいたします。 

  以上、１回目の質問とさせていただきます。 

○議長（中村芳隆議員） ４番、齊藤誠之議員の質

問に対し答弁を求めます。 

  選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（稲見一志） １．の選

挙年齢改正に伴う投票率の向上について、順次お

答えをいたします。 

  初めに、今回の選挙における本市の投票の結果

についてでございますが、本市の投票率につきま

しては、男が52.24％、女が50.78％、市全体とい

たしましては51.50％でございました。平成25年

執行の参議院議員選挙と比較しますと、2.26ポイ

ント増となりました。 

  また、今回から新たな有権者となりました18歳

及び 19歳の投票率につきましては、 18歳が

43.92％、19歳が32.42％となり、特に18歳の投票

率が高かったのは、啓発活動や高等学校等での主

催者教育の効果があらわれたものと考えてござい

ます。 

  次に、⑵の本市の期日前投票の結果についてお

答えを申し上げます。 

  今回の本市の期日前投票者数は１万8,440人で

ございます。平成25年執行の参議院議員選挙の期

日前投票者数と比較しますと4,841人、割合にし

て35.6％の増となりました。 

  次に、⑶の今回の選挙において投票率の向上の

ために努めたことについてお答えを申し上げます。 

  主な取り組みといたしましては、選挙期日や期

日前投票制度等を周知するために、広報紙やホー

ムページへの掲載、チラシの新聞折り込み、立て

看板の設置、広報車の巡回、みるメールの配信、

商業施設での街頭啓発などを行いました。 

  また、選挙権年齢の引き下げに伴う高校生への

啓発活動といたしまして、市内の高等学校及び特

別支援学校に通う高校３年生、約1,000人に対し

まして選挙啓発冊子を選挙管理委員会のほうで作

成をいたしまして、配布をしたところでございま

す。 

  また、１つの高等学校の校門前におきまして、

通学する生徒さんに、18歳選挙の国のほうでつく

ったチラシでございますが、啓発チラシの配布も

行いました。 

  さらに、黒磯南高等学校書道部の皆さんに、今

回で２回目となりますが、横断幕への啓発標語を

書道部の方に書いていただきまして、それを庁舎

等に掲出しまして、来庁者への投票の呼びかけを

行ったところでございます。 

  最後に、⑷の今後の選挙においても若者を初め

とした有権者全体の投票率のために向上のために、

どのような取り組みをしていくかについてお答え

をいたします。 

  投票率向上のためには、啓発活動の充実が重要

なものと考えてございます。現行の啓発活動をよ

り拡大した形で取り組んでいくとともに、選挙権

年齢18歳以上への引き下げを踏まえた主権者教育

の一環として、例えば出前講座や模擬投票、そう

いうものを通じて意識の啓発のきっかけづくりを

行っていきたいと考えてございます。 
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  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ４番、齊藤誠之議員。 

○４番（齊藤誠之議員） 逐次、ご説明をいただき

ました。 

  今回の選挙戦においては、全体が51.5％という

ことの結果でございました。改めて、この結果に

ついての所感を伺いたいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（稲見一志） 今回の選

挙につきましては、選挙管理委員会の中でも所感

としましては、前回の投票率を上回ればいいかな

ということでございました。事務者の説明会の際

にも委員長のほうから、前回の投票率を上回れば

いいというようなことを説明会の中で話しており

ます。 

  選挙権年齢が70年ぶりに引き下げられたという

こともございまして、10代の投票率が注目された

選挙でございました。やはり、10代の中でも18歳、

19歳につきましては、やはり18歳の方のほうが投

票率はよかったという結果でございます。先ほど、

平山啓子議員のほうに申し上げたように、19歳に

ついては県外に出ている方も多いということもご

ざいまして、委員会としましては、やはり前回の

投票率を上回る投票率ということで、若干上回っ

たということで県平均を少し上回っておりますの

で、ほっとしたというようなところが正直なとこ

ろでございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ４番、齊藤誠之議員。 

○４番（齊藤誠之議員） 今回の法改正において、

18歳の新しい有権者が誕生したというところも相

まって、前回よりは上がったということで所感を

お伺いいたしました。 

  先ほどの平山議員の質問の中にもありましたが、

18歳、19歳が今回主に焦点が当たっているところ

ではございますが、答弁の中で全数調査、あとあ

るいは期日前投票におかれましては、その数値を

もとにした投票率ということで表明されていたん

ですが、全数調査の手法をお伺いしたいと思いま

す。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（稲見一志） 全数調査

の手法でございますが、アナログ的なやり方でご

ざいまして、正の字を書いていって、一人一人投

票した方の選挙年齢というか、生年月日を調べま

して、それに基づいて正の字を書いて出したとい

うのが実情でございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ４番、齊藤誠之議員。 

○４番（齊藤誠之議員） 私、そういった機械があ

るものかと思いまして、出せるのかなと思ってい

て、今までの多分、歴代の先輩方の質問の中でも、

年代別というのは実数では多分あらわれていなか

ったので、今回出していただいた結果についてお

聞きしたら、本当にアナログでやっているという

ことで、大変ご苦労されたと思います。でも実数

を出していただいたということは大変この次の参

考になると思いますので、これにつきましては、

本当にお疲れさまでございました。 

  続きまして、関連して再質問に入らせていただ

きます。 

  ⑵についてなんですが、期日前投票につきまし

ては、全体の数値が大幅に上がるなど、市民全体

にも周知されてきているところでございます。そ

の中で、期日前投票についての問い合わせ等はな

かったか、お伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  選挙管理委員会事務局長。 
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○選挙管理委員会事務局長（稲見一志） 期日前投

票の問い合わせにつきまして、それから市のほう

の選挙管理委員会の問い合わせにつきましては、

不在者投票の方法とか、期日前投票の場所、それ

から時間、それから入場券が告示日に発送になる

んですけれども、すぐに来ないというような問い

合わせがあったところでございます。そんな中で

選挙管理委員会としましては、ある程度の説明を

させていただきまして、こういう実情ですという

ことで対応しているところでございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ４番、齊藤誠之議員。 

○４番（齊藤誠之議員） 今、ご答弁いただきまし

た。これ、ひとつ聞いた理由が、私のほうに、先

ほど言った19歳のほうの投票率は悪かったと思う

んですが、地元に住所は置きながら学生で、どう

しても１週間帰ってこれないといった場合の投票

の仕方がわからないという話で、多分、広報等、

あれには載っているとは思うんですが、私のほう

もちょっとスマホで調べさせていただいて、選管

に問い合わせて、向こうの選管で投票して、また

返して初めて１票になるという説明をさせていた

だいたんですが、その辺の対策もすることによっ

て18歳から19歳ということで、今、18歳のうちは

地元の人がここで投票できるとは思うんですけれ

ども、大学生に行ったとしても、しっかりと投票

できるシステムをもうちょっと確立していけばな

というところで聞かせていただきました。 

  続きまして、３番のほうに投票率向上のための

努めた話のところに移らせていただきます。 

  今回、さまざまな対策を練って、広報紙やホー

ムページ、チラシの折り込み、立て看板、あるい

は高校生と一緒に共同活動をして啓発に励んで来

られたと思います。先ほど、平山議員も言いまし

たとおり、６月20日の広報にもしっかりと投票の

案内がございました。 

  そういった中で、まず先に投票が終わった後に、

今回、各地域でばらばらだったと思うんですが、

投票が終わった方に投票済証というものを渡して

いたと思います。この件について、改めてお伺い

したいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（稲見一志） お答えを

申し上げます。 

  投票済証というものを、今回うちのほうも発行

させていただいております。これは、会社等に勤

務の方が労働時間中に、上司の許可をとって選挙

に行って、その行ってきたというあかしというこ

とで今まで発行していたということでございます。

これは公職選挙法上、決まっているものではござ

いませんで、各市町村の選挙管理委員会が独自に

様式等を決めて出しているものでございます。投

票済証あるいは投票証明書、中には氏名等を書く

市町村もございます。ですから、反対に言います

と、出さない市町村もございます。うちのほうと

しましては、投票済証ということで発行はしてご

ざいます。 

  ただ、それがどのように使われるかということ

については、私どもが察知するところではござい

ません。先ほど、冒頭に申し上げましたように、

過去において、会社等が投票に行ってきなさいと

いうあかしをもらってきてくれというようなこと

が発端で、今もずっと合併後も続いているという

のが状況でございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ４番、齊藤誠之議員。 

○４番（齊藤誠之議員） れっきとした労働者に対

する時間内での投票を進めるということでの証明

というご説明いただきました。 
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  ただ今回、投票済証が明るみになってから、実

際に会社内で行ってきた証明以外のもののあかし

としてもらってきてくれないかという話の啓発が、

啓発とは言わないか、運動あるいは集める証拠と

して使われているという実態をちょっと把握した

んですが、投票済証について今ご答弁あったと思

うんですが、効果はあるのかどうかお伺いしたい

と思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（稲見一志） 投票済証

の効果ということでございますが、先ほどちょっ

と申し上げましたが、選挙というのは秘密の保持

というのがございます。ですから、投票したか、

しないかというのも本来であれば申し上げなくて

もいいところだと思いますが、投票済証が何てい

うんですかね、発行されて、それを一つの商店街

とか、そういうところでそういうものを持ってく

ると５％の割引をいたしますよというような、や

っている全国的に市町村のそういう商店街とか、

そういうところがあるようでございまして、選挙

管理委員会といたしましては、先ほど申し上げま

したように、公職選挙法上、触れているものでは

ございませんので、その済証の効果については察

知をしていないところでございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ４番、齊藤誠之議員。 

○４番（齊藤誠之議員） ただいまご説明あったと

おり、啓発の一環として投票が終わった後に、そ

ういうカードを持っていくことによって選挙割と

いう制度を取り組んでいただいた。ある意味バッ

クアップ的な啓発をやっていただいている団体さ

んもございまして、実際、そういった取り組みに

関しては非常に感謝しているところだとは思うん

ですが、法的根拠がないとはいえ、こういった使

い道が本当に必要であるという人に出すものだけ

であればいいんですが、そういった集めるための

証明として使われることについて、余りかかわり

は持たないと言いましたけれども、選挙管理委員

会としては今後、投票済証に関しましてはどのよ

うにしていくか、最後お伺いしたいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（稲見一志） お答えを

申し上げます。 

  合併のすり合わせの際にも、こういうものは出

していくということで、現在も進めております。

今後も投票済証という形で発行してまいりたいと

考えております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ４番、齊藤誠之議員。 

○４番（齊藤誠之議員） それでは、懸念材料が多

分、控えているところはあると思いますので、今

後、出し続ける中でも想定できる範囲のものだけ

は想定をして、対処できるようにしていただきた

いと思います。 

  続きまして、⑷の再質問に入らせていただきま

す。 

  若者を初めとした主権者、有権者全体の投票率

向上のための質問でございますが、18歳への引き

下げを踏まえた主権者教育も含めて、先ほどの説

明で出前講座や模擬投票を通じての意識啓発をつ

くっていくとご説明がありました。 

  まず、出前講座の内容をお伺いしたいと思いま

す。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（稲見一志） お答えを

申し上げます。 

  選挙という方法について、投票箱を使って記載
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台に基づいて、記載台の上で書いて、それを投票

するというような形の一連の流れといいますか、

実際の本物の投票箱、記載台等を持ち込みまして、

本来で言えば立候補される方の演説会とか、そう

いうものがあって、その人が訴えるものはどうい

うものだということで、それを聞いて、それに対

して誰を入れるというような一連の流れといいま

すかね、そういうものをやって模擬的な投票を行

うという、簡単に言えばそんなようなものを授業

の中で取り入れていってはどうかというようなこ

とを考えてございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ４番、齊藤誠之議員。 

○４番（齊藤誠之議員） 出前講座と模擬投票はセ

ットと考えてよろしいんですかね。はい、わかり

ました。 

  そういった取り組みをしていただいたというこ

とで、先ほどの平山議員のときの答弁で４つの高

校と１つの支援学校、そういったところにも含め

て依頼をしているということなんですが、そうい

った出前講座や模擬投票の依頼を受けなければ確

かにできないんですが、伺うとかいうか、そうい

った啓発に対しての取り組みを啓発するタイミン

グというのはどのような時期を想定してやってい

らっしゃるのか、お伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（稲見一志） お答えを

申し上げます。 

  前年度は、３月に各高校のほうにそういう周知

をしたところでございますが、３月という時点で

は、各学校ではもうカリキュラムがある程度でき

ている状況でございまして、県の選挙管理委員会

でも全部、県内の高校に出前講座ができたかとい

うとそうではなくて、今年度に入ってからもやっ

ているところもございます。 

  私どもとしましては、ある程度、早い時期に、

28年の今年の末か年明け早々ぐらいには、ある程

度、各学校のほうにご依頼等を申し上げまして、

出前講座はどうでしょうかというようなことをや

っていきたいというふうに考えてございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ４番、齊藤誠之議員。 

○４番（齊藤誠之議員） どうしても投票に行ける

年齢が18歳ということで、どうしても３年生に目

が行きがちなんですが、これからの主権者教育で

18歳からの投票がスタートしたということは、こ

れから高校１年生、２年生も踏まえて、３年生に

なるとどうしても受験が絡んでみたり、大変な忙

しい時期という判断もございますので、枠が広が

った分、学年も見てぜひ取り組んでいただきたい

と思います。 

  それでは、今後の投票率向上のためにどのよう

なことを考えるかを聞いていきます。 

  先ほどの答弁の中で、期日前投票が本市におい

て大きなウエートを占めたとお話がありました。

これをさらに投票しやすい環境をつくるためにと

考えると、期日前投票所の増設と、先ほどの質問

にもあったと思うんですが、考えられます。これ

に対してのメリット、デメリットについて改めて

お伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（稲見一志） お答えを

申し上げます。 

  先ほど、平山議員のほうにも期日前投票所、共

通投票所については多額の予算を要するというこ

とを申し上げたところでございますが、今回の参

議院議員選挙、４つの期日前投票所がございます。

従事している職員数も違いますが、４つのものを



－233－ 

平均的に割りますと、約200万円ぐらいの支出が

ございます。それの約４倍ということになります

ので、そういうような金額でございます。 

  これについては人件費とか、それからシステム

の費用とか消耗品等でございますが、これはある

程度、パソコンの有線等がもう行っている状況で

ございますので、それで200万円でございます。

これが何ていいますか、庁舎外のところにそうい

うものを設置したとすれば、それ以上の金額がか

かるということで場所にもよりますけれども、そ

の線を引く金額等が長ければ長いほど、多分高い

ということになるんでしょうし、それによって金

額は示すことはちょっとできませんが、今言った

ように、市内、庁舎の中でも200万円とかとかか

ってしまいます。 

  あと、選挙の期日前の長さによってもちょっと

違いますので、今回は18日間ということで一番長

い期日前投票の期間が告示がありましたので、市

の選挙ですと１週間ということで６日間あります

が、そういうこともありますので、一概には幾ら

ということは申し上げられませんが、金額的には

そういうことでかかるということのデメリットに

なりますか。 

  やはり、あとメリットは平山議員さんもおっし

ゃっていますように、そういう買い物のついでに

投票ができたとか、役所へ行ったついでにできた

とかということで、大変その価値はあるものだと

いうふうに考えてございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ４番、齊藤誠之議員。 

○４番（齊藤誠之議員） ただいまご答弁いただき

ました。 

  メリット、デメリット、双方お聞きしたんです

が、経済的な予算的なものは多額にかかるという

ご説明をお聞きいたしました。ショッピングセン

ターに設けるとなると、無線ＬＡＮだと、多分先

ほどの説明にもあったとおり、いろいろな防犯上

の理由も含めてということで、多分、有線のＬＡ

Ｎを設備しないとということだと思います。あと

は箱物の準備であったりとか、さらに先ほど言っ

た人件費とかかかるということでご説明いただい

たと思うんですが、例えばショッピングモール、

センターにかかわらず、地元の地域のもともとあ

る箱物、公民館等にこういった有線設備がついて

いるような公民館等はあるのかないか、お伺いい

たします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（稲見一志） お答えを

申し上げます。 

  何年か前に、住民票の発行ということで西那須

野地区の南公民館、それから黒磯の鍋掛公民館に

はそういう有線が行っていたと思います。今、そ

れがどうなったかはちょっと調べてはございませ

んが、そういう住民基本台帳の線というかシステ

ムが行っているところであれば、接続は可能であ

るというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ４番、齊藤誠之議員。 

○４番（齊藤誠之議員） 先ほど、平山議員のとき

にも説明あったと思うんですが、これは期日前投

票所にかかわらず、共通投票所に関してもという

ことで、共通投票所は本市に住む市民が本市の投

票所のどこでも投票できるシステムということな

ので、大体、公民館等が指定場所になっておりま

して有線ＬＡＮ、そういったものが全て入ってい

ないということで、ただ、２つの公民館にはある

可能性があるというご説明いただきました。 

  であれば、期日前投票を踏まえた中で、南公民

館、あるいは鍋掛公民館等をチェック、調査して
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いただいて、その中でその時代に沿った流れで、

ひょっとしたら期日前がはやり出せば、国の予算

がつく等々も鑑みまして、試験的にそういったと

ころで期日前投票を行うことも可能だと思います。 

  ちなみに、南公民館、鍋掛公民館の参院選の投

票順序はあえて言いませんが、そういったところ

も見て試験的にやっていくことは可能だと思うん

ですが、いかがでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（稲見一志） ご答弁申

し上げます。 

  そういう有線等が行っていれば、パソコン等の

接続は可能であります。ただ、公民館等に設置す

るものがいいのか、商業施設等に設置したほうが

いいのか、どちらが投票率に向上するのか、いろ

いろ、私ども、選挙管理委員会は４人の方の合議

体でございますので、そういう中で今度、予算も

伴います。 

  その辺も財政当局のほうとも協議しなければな

りませんので、投票率向上のために何が一番いい

のか、今後そういう共通投票所も法律改正になっ

てございますので、委員会の中で検討していきた

いというふうに考えてございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ４番、齊藤誠之議員。 

○４番（齊藤誠之議員） ぜひ検討していただきま

して、期日前投票自体は周知がされてきておりま

して、４カ所の投票所だったものがショッピング

モールになるとさらにふえるという可能性もござ

いますけれども、そういった投票所から実際４カ

所の会場まで遠い地域にたまたま有線ＬＡＮがあ

るということなので、試験的に試すことは可能だ

と思いますので、ぜひ考えてみてください。そう

いった共通投票所も含めましての課題をお聞きい

たしました。 

  それでは、主権者のほうにちょっと入っていき

たいんですが、今回の18歳選挙権において、初め

て18歳の子たちが投票に行ったと思います。その

投票に行った子どもたちがどのような考えを持っ

ているかの意識調査等を行ってみてはどうか、考

えをお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（稲見一志） 市独自の

意識調査をやってはどうかということでございま

すが、今までの国政、県政、いろいろな選挙ござ

いますが、メディアのほうとか、新聞社等を含め

て、いろんなアンケート調査をやってございます。

その中で、10代、20代、30代、そういう年代のほ

うが低いというような結果は、同じような形で出

ておりますし、18歳、19歳についても、ある程度、

新聞社等でも調査をしております。 

  結果的に、同じような何ていうんですか、成果

が出ているような状況でございますので、市独自

でやってはどうかということでございますが、や

はり全体的に同じような傾向を多分示すと思いま

すので、国、県等がやった数値等を参考にしてい

ったほうが予算の関係もございますし、その辺は

どうかなということで、今後、選管の中で独自に

やって、それについてこういう手法をとってやっ

たほうがいいだろうというようなことにつなげる

のがいいのかということもありますが、今までの

傾向からしますと、委託料とか、そういうことも

考えますと、限られる予算の中でやっております

ので、なかなかその辺、補助等もありませんので、

委員会の中で検討はしてみていきたいというふう

に思っております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ４番、齊藤誠之議員。 
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○４番（齊藤誠之議員） 意識調査に関しては、そ

ういったいろいろな紙面だとか、国のデータがあ

るということで理解をするんですが、では逆に、

逆手にとって、選挙を経験してみて若者が考える、

18歳、そういった若者が投票に行くためのアイデ

アを市内にかかわらず、全国的に公募をして、そ

ういった意識調査も含めて公募してみるのはいか

がかどうか提案したいと思いますが、どうでしょ

うか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（稲見一志） 若者から

のアイデアの募集ということでございます。市の

ホームページを使ってそういう募集をするのも一

つの手でございますし、あとはＳＮＳとかの発信

をして、若い人からそういう意見を求めるという

ことも一つの手だと思います。 

  いろいろなご提案がございますので、委員会の

ほうにもそういう状況がこういうことだというこ

とで議員さんからの提案があるということでお伝

えをしまして、今後どういう手法で率を上げるか

という中で、一つの検討材料とさせていただきた

いと思っております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ４番、齊藤誠之議員。 

○４番（齊藤誠之議員） 最初行くためには、多分、

どうやっていくんだろうという不安もテレビ等々

でも紹介されていました。行った中で、経験した

中で、どういったものを感じたか、そういったも

のを受けながら、自分たちが投票に行く大切さを

思いつつ投票所に向かう、そういった気持ちをぜ

ひ啓発できるようなところを若者の意見をかりて

推進していただきたいと思います。 

  もう一つ、今回の選挙も含めてＳＮＳ等は選挙

活動運動につかれましては結構使われていたんで

すが、ソーシャルメディア等の機材を使って投票

率向上に努めていくことは今後重要だと思います。

その考えについてもお伺いしたいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（稲見一志） ソーシャ

ル・ネットワーク・サービスでございますが、市

のホームページ等にも幾つか立ち上がってござい

ます。その中の一つを選挙管理委員会として設け

て、そこからいろいろな情報を発信することは可

能だと思います。 

  また、それがフェイスブックとか、そういうふ

うにつながって、登録された方から次の方とかと

広がっていくというようなこともございますが、

国の選挙ですと、ある程度有効かもしれませんが、

市内の選挙だと枠が限られちゃったというふうに

なりますので、それがまた違うほうに波及するこ

ともありますが、そういう今、手法もだんだん取

り入れてきている市町村等もあると思います。一

概に、ここでできますということはちょっと申し

上げられませんので、委員会の中で検討してまい

りたいというふうに思います。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ４番、齊藤誠之議員。 

○４番（齊藤誠之議員） 全国的にやるのはわかる

んですが、選挙に行こうと書いてあったとしても、

なかなか押さなかったり、見られなかったという

ところもあると思います。例えば、那須塩原市と

入ってみれば、初めて押してみようというところ

もあるとございますので、国に頼らず、自分たち

の地域で使えるものであればということで、ぜひ

検討していただきたいとございます。 

  これまでもたくさんの啓発に尽力をいただいて

いるということでご答弁をいただきました。今後

の投票率向上についての手法についてを今回お伺
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いしましたけれども…… 

〔「地震だ」「揺れてる」「地震だ」と言

う人あり〕 

○４番（齊藤誠之議員） 進んでいます、時間が。

とめてもらっていいですか。ああ、揺れているん

だ。 

○議長（中村芳隆議員） 地震の結果については、

今、総務課長が調査しておりますので、一般質問

を続けてください。 

○４番（齊藤誠之議員） いいですか。 

○議長（中村芳隆議員） はい。 

○４番（齊藤誠之議員） ありとあらゆる手法を用

いることは、大変労力と費用がかかってしまいま

す。お金をかけることがどこまで必要かを考える

と、その感じ方は千差万別であると感じます。ま

た、根本的には選挙自体の必要性や社会への参加

をしていただき、将来にわたっての関心ごとにし

ていかなければならないと思います。 

  それでは、もうちょっと突っ込んだところへ入

っていきたいと思います。若者、または有権者の

政治離れについて、本市の考えをお伺いいたしま

す。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（稲見一志） 若者の選

挙離れについてということでございますが、国等

のアンケート調査の結果からも、10代、20代、30

代の方、そういう若年層のほうが低い投票率の結

果となってございます。 

  選挙を行うということは、政治を行う方を選ぶ

のが選挙でございまして、間接民主主義というこ

とで、今、こういうふうに来ているわけでござい

ますが、やはり投票率が低いということは、その

政治に参加する方が少ないということで、いろい

ろな方の意見が反映されないということになって

きてしまうと思いますので、やはり最終的には主

権者教育等を充実していって、みずからやはり投

票所に行って、選挙の基本は本人が選挙の当日、

選挙人名簿に登録されている投票区の中の投票所

に行って投票をするというのが基本でございます。 

  ですから、期日前、不在者投票のというものは

ちょっと例外的なものでございますので、その辺

が今の流れの中で何ていうんですかね、かたい形

になっているということで取り入れられない、若

者については取り入れられない。先ほど、不在者

投票のやり方が面倒くさいとか、そういうことが

多々ありますので、国のほうでもある程度、今後

改正をしていくようなことを新聞等でも読んでお

りますが、今ある中で選挙の若者離れということ

はもうここ最近始まったことではありませんので、

やはり選管としましては啓発活動を中心に意識の

啓発というんですか、それをしていきたいという

ふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ４番、齊藤誠之議員。 

○４番（齊藤誠之議員） 確かに、今おっしゃると

おり、どういった面で政治に関心がないかという

ところは自分たちでも胸が痛いところではござい

ますが、そういった中も踏まえまして、もう１個

ちょっと聞きづらいところをお聞きしたいんです

が、根本的に各地区の自治体での選挙が行われた

ときに、投票率の上がる、高いほうがいいと思わ

れる理由はなぜであるか、ちょっとお伺いしたい

と思うんですが。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（稲見一志） やはり、

選挙は政治を、何ていうんですかね、政治を行う

代表者を選ぶということになっておりまして、そ

の代表者を選ぶ底辺が低いと、その地域の意見が
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やはり反映されないのかなというふうに思います。 

  そんなことで、70年、選挙年齢が引き下げられ

ないで、今に来て、今回上がったということで、

国のほうとしても、やはり若い人が選挙離れをし

ているということで選挙年齢も２つ下げたと、２

歳下げたということでございます。いろんな手法

で国等も考えてきてございます。 

  そんな中で、選挙の基本というものをやはり振

り返っていただきたい。選挙権を取るのには、先

祖たちが相当な闘いといいますか、選挙の運動を

して、かち取った選挙権でございますので、その

辺のことをもうちょっと振り返っていただきたい

なというふうに思っておりますが、一つは主権者

教育の中で、ある程度、そういう振り返りをさせ

ていただきながら、今後、選挙ということは政治

に参加をしていく、参加する代議員の方を選んで、

自分たちの考えを伝えていって、そのまちの生活、

自分たちの生活をよりよくするためにやっている

んだということの認識を深めていただきたいとい

うことを、何らかの形で訴えていかなければ投票

率というのは上がらないと思います。 

  国によっては、義務制というようなこともとっ

ている国もございますが、日本国としては、そう

いうことで間接民主主義の制度でやってございま

すので、その辺、今後の選挙のほうの改正はそん

なには変わらないと思いますが、そんな中で率ア

ップのために、何らかのいろんな手法をもって努

力をしていきたいなというふうには思っておりま

す。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ４番、齊藤誠之議員。 

○４番（齊藤誠之議員） 聞いておきながら、大変

厳しいお言葉をいただいたような感じはいたしま

すが、実際、市民の代弁者として私たち議員がい

ながら、行政のつかさどる機能に対してチェック

機能を働く、あるいは市民のお言葉を一つ一つい

ただいて行政に届けるという役で鑑みますと、間

接的に行政の関心度、政治に関する、そこに取り

巻きに関する全てにおいて、若者たちはまだ生活

も持っていませんし、親からいろいろと助けてい

ただいて育っている最中でございますので、そう

いったところも関心に移り変わり、そしてそれを

私たち議員がどういうふうに行政に対して提言を

し、そして行政が進める施策に対して、イエスを

出すか、ノーを出すかということをやっていくこ

とによって関心が上がり、それが結果として選挙

という形になったときに初めて投票率に反映され

ると、そういう形で自分も考えております。 

  行政のみならず、私たちの関心を上げるところ

も含めて投票率が高いということは、それだけ行

政や政治に関心がある反映でもございますので、

そういった意見をお聞きしたということで、私も

同じ意見を考えておりました。 

  そういったお話をいただいた中で、先ほどの主

権者の教育についてなんでございますが、先ほど、

出前講座等、いろいろとご意見をいただきました。

今現在行ってきている主権者教育については、高

校生以上に対しては、いろいろと啓発を行ってい

るという取り組みがございましたが、昨今、隣の

那須町の町議会においてでは、高校生を議会に傍

聴させているという取り組みを行っております。

こういった取り組みに関して、啓発の一環として

行ってみてはどうか、お伺いしたいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（稲見一志） 高校生を

議会に招くというような手法ということでござい

ますが、一連の流れとしますと、先ほど申しまし

たように、立候補される方の演説等を聞いて、ど

ういう方を選んでいいかということで投票するわ
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けですね。その投票に際して、本物の投票箱、記

載台を通じて、実際の模擬的なものをやる。その

方たちが、今度は議員さんとしてとか、市長とし

て選ばれた場合には、この議場に来て、そういう

質疑、答弁を行うという形になると思います。 

  主権者教育としましては、今言ったように、最

終的には模擬投票、それから模擬議会というんで

すかね、そういうことまで一連の流れの中である

と思います。模擬投票とかにすれば選挙管理委員

会の管轄になりますが、模擬議会となると今度は

議会事務局のほうとか、そちらの形でのタイアッ

プも必要ということになってくると思いますので、

それを私どもが議会に対してはちょっとここでは

答弁は控えさせていただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ４番、齊藤誠之議員。 

○４番（齊藤誠之議員） 選挙管理委員会でできる

こと、できないことというのを線引きがちょっと

あれだとは思うんですが、傍聴に関して、議員が

何を行っているかというところも一つの啓発に入

るのではないかなと思いまして提案させていただ

きました。 

  主権者教育につきましては、先ほども言ったと

おり、高校３年生の年代から投票ができるように

なった。これから下積みに関しまして、いろいろ

なさまざまな下の年齢の人たちに主権者教育がで

きると思います。 

  高校生に対して行っている授業もそうだと思い

ますが、小中学生に対する取り組みについてもお

伺いしたいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（稲見一志） お答えを

申し上げます。 

  先ほど、平山議員のほうにもお答えしたとおり、

選挙管理委員会としましては冊子の配布を行って

ございます。小学校６年生、それから中学校３年

生に選挙の冊子を副読書というんですかね、そう

いう形で配らせてもらっております。 

  あとは、主権者教育ではございませんが、啓発

の一環として、毎年夏休みに、選挙の啓発のポス

ターの募集ということで、毎年100点以上の募集

がございます。今も各学校から届いてきているよ

うな状況でございます。それは県の審査、それか

ら国の審査まで行って、優秀賞が結構出ているよ

うな状況でございます。全小中学生にクリアファ

イルを各自、優秀賞のもののポスターを印刷して、

毎年配っているというような状況でございます。

うちとすれば教育という中ではないんですが、啓

発の一環としてバックアップしているというふう

な状況でございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 会議の途中ですが、ここ

で暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時４０分 

 

再開 午後 １時４０分 

 

○議長（中村芳隆議員） それでは、会議を続けま

す。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 義務教育レベルでの主権

者教育という観点から、ちょっとお話をさせてい

ただきます。 

  若者の政治離れの根底にある部分は、おそらく

本人が身近な生活との距離が非常にあるというの

が現実にあるのではないのかなと思います。 

  その点も含めまして、直接的には主権者教育に

つながる部分とすれば、社会科あるいは公民の時
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間での直接の勉強ということになりますが、その

ベースとなる部分として学校で行っているものと

すれば、学校生活あるいは学級生活の中での課題

を取り上げて議論し合う話し合い活動、そういっ

たものが身近な問題に対して意識を持って解決す

るために、どう過ごせばいいかということを考え

て行動すると、こういったことが主権者教育のベ

ースとして大変有効になるのではないのかなとい

うふうに考えております。 

  あわせて、ふだんからやっぱり身近な自分が住

んでいる地域の問題、課題に目を向け、そしてそ

こに何らかの形でかかわるという、そういった経

験を積んでいく、そういったことが、やがて世の

中の課題に対して関心を強く持つ。やがては政治

に対して意識が高まると、そして最終的には投票

行動にまでつながると、こんなふうになるのでは

ないのかなと思いますので、直接的な主権者教育

は無理にしても、その素地となる部分、それにつ

きましては、もっともっと積極的に子どもたちが

地域の中で活動する、体験を積む、そういった機

会をふやすこと、これが大変重要であろうと、こ

んなふうに考えております。 

○議長（中村芳隆議員） ４番、齊藤誠之議員。 

○４番（齊藤誠之議員） ただいまご答弁いただき

ました。 

  ぜひ間接的とはあれ、社会の一員となっていく

過程の中で、できる教育を率先して取り組んでい

ただきたいと思います。ありがとうございました。 

  たくさんの質問をさせていただきました。先ほ

どの今ほど聞いた主権者教育を学校等で行うとい

うことは、政治に関心を持たせる大きな機会であ

ると考えます。それにより社会の課題に接し、向

き合うきっかけとなれば、おのずと社会の一員と

しての自覚が育まれていくことになるはずです。

将来の有権者の意識の醸成は、知識の伝授だけで

はなく、参加体験型の学習や政治的判断能力の育

成を視野に入れた取り組みが求められてきていま

す。引き続き参加体験型学習を取り入れた特別活

動や総合的な学習の時間を取り入れていただけれ

ばと思います。 

  また、ひとつ提供なんですが、啓発についても

こんな取り組みが行われているところもございま

す。選挙の投票率向上につなげようと、民間団体

が投票所の場所を示すために矢印を書いて、「投

票所はこちら」と「投票所あちら」という看板を

つくって、投票所までの道のりを案内する社会実

験に取り組んでいる団体がございます。 

  実際、これを一番最初のきっかけに起きたのが

横浜の市長選でございました、2006年。同市で取

り組んだ活性化に取り組む団体が考案したものな

んですが、それを行ったことによって、全体では

前回より3.19％投票率がおっこってしまったんで

すが、その地区だけは4.07％向上したという実証

の実験もございます。 

  実際ちょっと調べさせていただいて、横浜以外

でということで、京都府で行った実例がございま

す。これは選挙管理委員会がキャンペーンとして

そういった啓発にかかわってくれる団体を募った

事業でございまして、１事業につき10万円までで

上限が30万円の予算を用意して、京都市内に在住

する大学生、短期大学生が構成員の過半数を上回

るのを条件、あるいは規約、定款等を整備し、団

体の意思決定、金銭の出納についても定め、過去

１年以上団体として活動実績を有するという条件

のもと、京都府が実証実験をしたところもござい

ます。 

  これは残念ながら今回選挙戦、参院選で試した

んですが、その地区の投票率を見たら0.04ほどお

っこってしまったと思うんですが、ただ、若者が

投票率向上のために選管が提示したものを利用し
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て、どうやったらその地域に投票に行くんだろう

と、そういった考える自己啓発、あるいは自分た

ちが関心を誘うのには、やっぱり同じ若者たちと

いうことで、その中での輪は確実に広がると思い

ます。 

  こういった取り組みを選管としても、なかなか

やるための一歩踏み出すまでには時間がかかると

思うんですが、学生も大学が地元にないというと

ころもございますが、ぜひこういった団体を募っ

て、若者の啓発を一緒に取り組んで、選挙あるい

は投票ということに関心を持つ行動を培うきっか

けとして取り入れてみてはということで、ひとつ

情報の提供をさせていただきました。 

  最後になりますが、今後も選挙に関心が上がる

イコール投票率向上するために、選挙管理委員会

としての考えを最後お伺いしたいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（稲見一志） 今度の投

票率の向上ということの取り組みはどうかという

ことでございますが、先ほど申し上げましたよう

に、投票率のアップは全国市町村の、どこの市町

村でも思っていることでございます。選挙期間中

はもとより、選挙期間以外にも常時な啓発が必要

だと思います。市町村によっては市の広報紙に毎

月掲載するとか、それからホームページにそうい

うものを記事を載せるとか、いろんな手法はある

かと思います。 

  やはり、啓発によってきっかけづくりを行った

ほうがいいだろうというようなアンケートの調査

も出ておりますので、その辺は委員会の中でどう

いう手法がいいかということで、率アップのため

に検討していきたいというふうに考えてございま

す。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ４番、齊藤誠之議員。 

○４番（齊藤誠之議員） ぜひそういった取り組み

をしていただきたいと思います。 

  あと一つ、情報提供なんですが、選管のホーム

ページを見たときに、今回、最後に今言おうと思

ったんですが、各種選挙の執行や選挙人名簿の調

整とか書いてあるんですが、選挙の啓発の言葉が

抜けているんです。23年の10月でとまっています

ので、ぜひ書きかえていただいて、啓発活動を根

本的にＰＲするということで、一度ごらんになっ

てください。 

  選挙管理委員の役割におきましては、今言った

とおり、いろいろなものがある中で、最近に関し

ましては市民に対する啓発が大部分を占めてきた

と思います。今回さまざまな答弁をいただきまし

たが、やることの重要性と投票率の因果関係が不

明瞭なところも実際ある中で、取り組みによって

全ての要因が重なって、初めて投票率や社会参画

の意識が向上してくるのかもしれません。 

  その要因には、私たち、こちらに座っている議

員、選挙で選ばれる者の力量であったり、魅力で

あったり、考えであったりと、候補者一人一人の

責任があることも自分では肝に銘じてございます。

私たち議会でもできる取り組みを含めて、政治へ

の関心や選挙での投票率向上、そして社会への参

画をふやせる取り組みをともに目指していければ

と思っております。今後も、これらを踏まえての

選挙管理委員会の取り組みに期待をいたしまして、

この項の質問を閉じさせていただきます。 

  続きまして、２．那須塩原市の樹木整備につい

て。 

  市内には人の生活にかかわるあらゆる場所に樹

木が植えられております。本来は景観としては、

あるいは安らぎを与えていた樹木でありますが、

年数がたち、当時とは反対に落ち葉の処理や樹木
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の老齢化、あるいは伸びてしまった枝が通行に支

障があり、苦情の原因となることがふえてきまし

た。今後、これらの樹木の整備については大きな

課題になってくることと考えられることから、以

下の点についてお伺いいたします。 

  ⑴街路樹の整備について。 

  ①本市においては、市道沿いには身近な緑をふ

やすため、街路樹や植栽が施されているところが

多いと思いますが、現在の管理状況についてお伺

いいたします。 

  ②道路沿いの歩道では、枝や幹ごと根こそぎ伐

採をされて、惨めな姿をさらしている街路樹等も

多く見られます。これも市民の要望等があり対応

をしているとは思いますが、まちや道路の景観を

損ねているのが現状であると考えられます。今後

の対応をお伺いいたします。 

  ③市の管理する道路によっては、市民の住宅や

民間の敷地からはみ出した樹木により歩行者や車

など、通行を妨げる要因になってしまいます。現

在の管理方法と今後の対応についてお伺いいたし

ます。 

  ⑵住宅や空き地に関する樹木等について。 

  民間で所有の樹木等について、害虫被害や野鳥

の被害などの苦情などに対する本市の対応をお伺

いいたします。 

  ⑶学校施設内の樹木の管理について。 

  市内の学校施設内に樹木がある場所もございま

す。この樹木について、現在の管理方法と今後の

課題についてお伺いいたします。 

  以上、１回目の質問とさせていただきます。 

○議長（中村芳隆議員） ４番、齊藤誠之議員の質

問に対し答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（君島 勝） それでは、２．の那須塩

原市の樹木整備についてお答えをいたします。 

  初めに、⑴の街路樹の整備についてお答えを申

し上げます。 

  まず①の市道の街路樹や植栽の現在の管理状況

についてですが、街路樹のうち、低木の刈り込み

及び植樹ます内の除草については年２回程度、中

高木の剪定につきましては随時、いずれも委託に

より実施しております。そのほか、必要に応じて

害虫の防除についても委託により実施しておると

ころであります。 

  次に、②の枝や幹を伐採した後の対応について

ですが、ご指摘の街路樹につきましては、落ち葉

及び害虫の発生や道路の見通し確保など、住民か

らの要望によりまして伐採を行ったものでありま

す。伐採後の対応につきましては、順次切り株の

撤去と植樹ます内の舗装を行い、歩道として有効

活用したいというふうに考えております。 

  最後に、③の民地から市道にはみ出した樹木に

対する現在の管理方法と今後の対応についてです

が、民地内の樹木は基本的にその所有者が管理す

べきものでありますので、広報や市のホームペー

ジなどで樹木や雑草が市道にはみ出さないよう、

適正な管理をお願いしているところであります。 

  また、歩行者や車両の通行を妨げております樹

木などを把握した場合には、所有者には直接対応

を依頼しております。民地内の樹木は、基本的に

その所有者が管理すべきものでありますので、今

後も現在の対応を継続してまいりたいというふう

に考えております。 

  以上であります。 

○議長（中村芳隆議員） 生活環境部長。 

○生活環境部長（山田 隆） 続きまして、⑵の民

間所有の樹木等について、害虫被害や野鳥の被害

などの苦情に対する本市の対応についてお答えを

いたします。 

  まず、害虫被害についてでありますが、毛虫や
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蜂などの害虫の駆除があった場合には、まず現地

を確認しまして、樹木の所有者へ苦情があったこ

とを伝え、駆除のアドバイスができる県の相談室

や駆除ができる業者を紹介して対応をしておりま

す。 

  また、野鳥の被害につきましては、ここ数年寄

せられた経緯はありませんが、苦情があった場合

には害虫同様、同じような形で対応していきたい

というふうに考えております。 

○議長（中村芳隆議員） 教育部長。 

○教育部長（伴内照和） 最後に、⑶の学校施設内

の樹木の管理についてお答えをいたします。 

  樹木の管理につきましては、その状況や程度に

応じまして、学校または市の教育委員会において

対応しているところです。簡易な枝の伐採とか落

ち葉の処理につきましては学校が行い、樹木の幹

や高所の枝の伐採等については市の教育委員会、

また樹木の害虫対策についても教育委員会で行っ

ているところです。 

  学校施設内の樹木につきましては、巨木化や過

密化、これによりまして管理が困難になってきて

いるというのも現状でございます。また、老齢化

によりまして倒木や枯れ枝の落下の危険性が高ま

っているというような場所もございます。学校の

緑化、それを維持しながら、いかに適切に管理し

ていくかが今後の課題ということで考えておりま

す。 

○議長（中村芳隆議員） 質問の途中ですが、ここ

で10分間休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時５４分 

 

再開 午後 ２時０３分 

 

○議長（中村芳隆議員） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  ４番、齊藤誠之議員。 

○４番（齊藤誠之議員） 今、各部からのご説明を

いただきました。 

  一括して質問に入る前に、各課においてなんで

すが、これから秋に向けて蜂の被害が、蜂の巣が

この間ちょっとＰＴＡの奉仕活動でも蜂の巣を見

つけて、日曜日に行ったものですから、誰に連絡

していいかというところがあったもので、民間で

ちょっと知り合いがいたので対処したというのも

ございました。連絡手段も含めて、巣がつくりや

すい場所の点検を一度見ていただいて、早急に対

処していただきたいと思います。よろしくお願い

いたします。 

  それでは、再質問、入らせていただきます。 

  ⑴の街路樹の整備についてです。 

  現在、道路課のほうで管理している街路樹の本

数や樹種がわかればお伺いしたいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（君島 勝） 街路樹の本数と樹種とい

うことでございますが、現在把握しております街

路樹の本数は、26年度末の数字ということになり

ますが、市内全部で2,748本ということになりま

して、樹種につきましてはトチノキ、それからナ

ナカマド、桜、シダレザクラなどでございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ４番、齊藤誠之議員。 

○４番（齊藤誠之議員） 結構な本数を管理されて

いるということがわかりました。 

  続きまして、街路樹や植栽の役割についてお伺

いしたいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（君島 勝） 街路樹の役割ということ
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でございますが、街路樹につきましては幾つか役

割がございまして、まず町並み、沿道景観、そう

いったものをきれいに見せる景観、それから環境

ということで緑があることによりまして木陰がで

きると、そういった日差しを和らげたり、ヒート

アイランドの緩和ですとか、ＣＯ２の吸収という

ことでの環境、それから車と歩行者の分離ですと

か、それから並木があることによりまして、光と

か、そういったものを誘導するということで視線

の誘導、それからヘッドライトの防眩効果といい

ますか、そういったもので交通安全の向上という

交通安全ですね。 

  それから、４つ目が防災ということであります

が、これは例えば火災のときに延焼を防ぐとか、

そういった熱を吸収するとかというような役割も

ございまして、５つ目としましては健康づくり、

レクリエーションというような役割もあるという

ことで、散歩をする際のそういった精神的な充実

感というか、そういった木があることによって気

持ちが和らぐと、そういうような役割もあるとい

うようなことでございます。 

○議長（中村芳隆議員） ４番、齊藤誠之議員。 

○４番（齊藤誠之議員） たくさんな役割があると

いうことで、昔の道路開発におかれては、いろい

ろな場所に植栽や街路樹が植えられたという経緯

が理解できました。 

  一括して再質問にしたいんですが、まず②の必

要性があった街路樹が視認性の悪い状況であると

いうことで伐採をしている場所に関しては、ご答

弁いただいたとおり、今後埋めるなり舗装をし直

して、歩道で有効活用するということで、こちら

はできれば早急に対応していただきたいと思いま

す。実際、夜になると見えなくて、ちょっとお酒

飲んだ人なんかだと、結構転んでいる人もいます

ので、そういったところも気をつけていただきた

いと思います。 

  そして、大体のケースにおいて街路樹が植えら

れている場所というものは、ある一定の条件があ

って植えられているとは思うんですが、植える際

に歩道や交差点、あるいは横断歩道付近に関して

街路樹を植えるに当たっての基準などがあるのか

どうかをお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（君島 勝） 先ほどもちょっと言いま

したけれども、街路樹は見通しを遮るということ

がありますので、交差点とか、そういった乗り入

れの際に、そういった視認を妨げるような場所に

は設置しないということになっておりますので、

そういったところにはそういう遮るような植栽は

しないというような形でやっております。 

○議長（中村芳隆議員） ４番、齊藤誠之議員。 

○４番（齊藤誠之議員） そういった対策はしてい

るということなんですが、一部か二部、ちょっと

植栽が出て視認性が悪いところが実際あるという

ことも含めましてご報告いたします。 

  それでは、そういった手入れのほうに関してな

んですが、まずお伺いしたかったのが、民地から

電線、架線を通り越して枝が市道に出ていると、

そういった場所が数多くあるんですが、そういっ

た場合についての対処はどのようにしているのか、

お伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（君島 勝） 民地から道路のほうには

み出している樹木の対応というところであります

が、こちら、先ほど答弁の中でも申し上げました

ように、原則的には所有者が対応すべきものであ

りますので、今すぐ危険な状況ではないけれども、

何がしかの影響があるような場合には市のほうか
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ら所有者の方に、地元の方であれば直接お会いし

て事情を説明しまして、伐採していただけるよう

なお願いをする。 

  それから、不在の方ですと、なかなか現地の状

況がわからないと思いますので、写真等を添えま

して、対応していただけるようにお願いの通知を

出させていただいているということで対応をして

おります。 

  また、緊急に対応しないと交通の例えば事故と

か、そういったものの危険があるというような場

合には、そういった連絡をして対応を待っている

ことができないという場合もありますので、そう

いったものにつきましては、これは例外的といい

ますか、緊急避難的と申しますか、そういった事

情で市のほうが直接、直営で切るか、あるいは業

者さんに委託をして、すぐ危険な部分だけの対応

ということで、そういった対応をしている場合も

ございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ４番、齊藤誠之議員。 

○４番（齊藤誠之議員） 当時、架線にかかったも

のに関しては東京電力等々、電力会社にお願いす

ればというものもあったんですが、その辺はどう

なさっているのか、お伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（君島 勝） すみません。架線にかか

ったものというところでは、架線も電気、東電で

すね、それから電信、ＮＴＴ等がございますので、

これはなかなか見てすぐにどちらのものというの

が判断がつかないと思いますので、電線等にかか

っている場合には、基本的には東電さんなりに電

話をして、すぐに対応していただけるようにお願

いをするということで、東電さんなりが現場を把

握して、例えばＮＴＴさんのものであるというよ

うなことであれば、ＮＴＴさんにそちらから連絡

をとって対応していただけるような現場での対応

をしているということでありますので、もし市民

の方がそういったものを見たような場合には、市

を経由でも大丈夫ですし、それからあるいは例え

ば倒れそうで、もうひっかかっているというよう

な場合には、直接、東電さんのほうに連絡してい

ただいても対応していただけることにはなってお

ります。 

○議長（中村芳隆議員） ４番、齊藤誠之議員。 

○４番（齊藤誠之議員） いろいろな対処法がある

ということでお聞きいたしました。 

  今回、木々に関しましては、どうしても皆様の

目線に関しては乗用車あるいは自転車の高さとか、

歩行者の目線でということがどうしても多いんで

すが、市の中には大型のトラックやダンプカーが

通っている場所がございます。つい最近では、前

のトラックが折ってしまった枝が後ろの通行帯に

走っていた車、そういったものに当たってという

事故が発生していると、そういったものがあった

ときに、民地の木だから市道に入っている分に関

しては、お願いはしているけれども、事故が起き

てしまったときにどういった責任になるのかと、

そういったものも考えときに、考え過ぎというよ

りは、それだけ木々が伸びてしまって、木のアー

チというところもありますし、トラックというの

は一番高くて車高が3.8ｍあるんですね。ダンプ

カーの上の横っちょも一緒なんですけれども、そ

こで正直な話、枝をかいてもらっている現状なん

です、狭い道路に関しては。 

  そういったところも考えて、実際にもう一度ち

ょっと外側線もまたいで高さが間に合っていない、

実際、トラックが黄色い線をまたいで走っている

のが実情なので、そういった部分に関しては一気

に手入れをしてみたらどうかと思うんですが、ご
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意見を伺います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（君島 勝） ただいまのご指摘につき

ましては、ことしの２月、黒磯西岩崎線でありま

した。指摘のように、前のトラックがひっかけて

いって落ちたところに、後続の車のところにその

枝が落ちたということでフロントガラスが割れた

というふうな事故があって、それらにつきまして

は、そういった緊急に点検しなければならないん

じゃないかということで、支所を含めまして、そ

ういった通りが多くて、そういう危険性のある路

線をちょっとピックアップしまして、そういった

ところを緊急に点検をしました。 

  本当に今すぐ危ないところにつきましては、何

回も繰り返しになってしまいますが、本来は所有

者の方が対応すべきものでありますが、私のほう

も、ただ単純にそれを切っていいかということに

なりますと、もう法的には本来問題がありますが、

これをそのままに見過ごすことになりますと、市

のほうの責任も問われるということがありますの

で、こういった緊急避難的なものに限っては市も

緊急に対応しなければいけないということで、そ

ういったところについては何カ所か、大きな枝等

を切らせていただいておりまして、それからまた、

今すぐではないけれども、将来的にはもしかする

と垂れ下がってきてぶつかったりする可能性があ

るんじゃないかというようなところにつきまして

は、先ほど言いましたように、所有者の方を調べ

て、今回、西岩崎線については約20件ぐらい連絡

をとらせていただいております。 

  ただ、なかなか実際にすぐに対応していただけ

ないので、今すぐ危険ということではないんです

けれども、なかなか実際には不在の方は対応して

いただけない状況が多いのかなという感じはして

おりますが、うちのほうもそういったところにつ

きましては、先ほど議員がおっしゃられましたよ

うに、道路の建築限界というのもございまして、

それは4.5ｍの高さ内ですね、その中に入らない

ように、道路管理者としてはその高さを確保しな

くちゃならないというのがありまして、その中に

入らないように確保しなくちゃならないもんです

から、そういったものについては、適宜パトロー

ル等において確認をしながら対応していきたいと

いうふうに考えております。 

○議長（中村芳隆議員） ４番、齊藤誠之議員。 

○４番（齊藤誠之議員） ちょっと時間がなくなっ

てきてしまったので、ぜひそれだけもう理解をし

ているのであれば、早急に対処していただきたい

と思います。 

  あともう一つ、外側線が引いてある場所に、田

んぼをやられている農家の方々の草木がやっぱり

生えてしまいまして、外側線が消えている状況も

ございます。こういったところにもしっかりとお

願いしていくのも必要だと思いますが、ご意見お

伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（君島 勝） おっしゃられたような場

所は、市内にも多分数多くあるかと思います。こ

れにつきましては、そういったことによりまして

例えば走りづらいとか、そういった状況になって

いるところにつきましては、うちのほうのパトロ

ールで気がついて対応できるものについては、そ

の都度、直営等でやっておりますが、なかなか路

線数も多いので、回り切れていない部分もありま

すので、そういった今すぐ対応していただいたほ

うがいいんじゃないかというような場合には、市

のほうに大変面倒でも一報いただければ、うちの

ほうですぐ現場を確認した上で必要な対応という
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ものをとらせていただければというふうに考えて

おります。 

○議長（中村芳隆議員） ４番、齊藤誠之議員。 

○４番（齊藤誠之議員） 今、数々のご答弁いただ

きました。街路樹という仕切りと、今の民地から

という話はちょっとかけ離れてしまうんですが、

街路樹においても同じように車幅をふさいでおり

まして、それによって交通が不便になっている場

所も多々ございます。本来であれば安らぎと、そ

ういった日陰とかで効果があった街路樹なんです

が、不要論がどうしても後押しして、とても寂し

い存在になっていることはおわかりのことと思い

ます。 

  ぜひ、あり方を考えて、今後手入れをするなり、

あるいは植えていく等々はまた道路管理者の考え

だと思いますが、町なかの景観を形成して、人と

自然が共有できるような管理をお願いしたいと思

います。 

  続きまして、⑵の住宅にかかわる樹木について

お伺いいたします。 

  民地での相談等が寄せられることが多いと思い

ます。こういった、隣人同士ならすぐに話し合っ

て解決に至ることが多いと思いますが、土地の所

有者がわからず、調べた結果、遠く離れた自治体

に住まわれている方がいると思います。 

  そこで、そういったところに郵送の案内を送っ

ていると思いますが、郵送についての方法につい

てお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（山田 隆） 議員ご承知のとおり、

民間の間の民民の問題ということで、市役所が直

接介入というところはなかなか難しいところでは

ありますが、トラブルの中で隣の所有者がわから

ないという場合には市のほうで所有者を調べまし

て、相談者の意向を酌んで所有者宛てに通知を出

しているところであります。 

  内容的には、所有地の管理に関するお知らせと

いうところで、対象となる土地の所在、それから

問題となっている土地の状況を写真を添えて送る

と。それから相談者の希望というところで、相談

者がどうしてほしいか、例えば木を切ってほしい

とか、草を刈ってほしいとか、そういう内容を添

えて、相談者の連絡先を記入して所有者のほうに

郵送をしておるところでございます。 

○議長（中村芳隆議員） ４番、齊藤誠之議員。 

○４番（齊藤誠之議員） そういった、先ほど道路

課のほうでもありましたけれども、なかなか返答

が来なかったりといったときの第２弾としての感

覚みたいな決まりがあるのかどうか、お伺いした

いと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（山田 隆） 確かに、ちょっと統

計的に申しますと、昨年度、相談件数119件あり

ました、木を切ってくれとかですね。その中で通

知が戻ってきてしまったというのが27件ほどござ

います。なかなか進展しないという中で、先ほど

申し上げたように、市役所としては直接介入がで

きないという中で、最終的には弁護士さんを相談

している形で、具体的には社会福祉協議会のほう

で弁護士無料相談というところを開いております。

そちらの紹介でありますとか、それから法テラス

という国が設けた法的な苦情、トラブルの案内所

がございます。そちらを紹介しているという形に

なっております。 

○議長（中村芳隆議員） ４番、齊藤誠之議員。 

○４番（齊藤誠之議員） 帰ってきてしまった郵送

に関しては仕方ないと思うんですが、それ以外に

関しても、所有者がその郵送を受け取ったかどう
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だか、そういった状況を把握しているのかどうか

をお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（山田 隆） 繰り返しになります

が、27年度相談件数119件、通知を出しまして戻

ってきたのが27件ということで、戻ってきていな

いのについては原則届いているというふうに判断

しているところなんですが、ただ、普通郵便で送

っておりますので、書留ではありませんので、確

実に相手方が読んだかどうかというところまでは

確認していないのが現状でございます。 

○議長（中村芳隆議員） ４番、齊藤誠之議員。 

○４番（齊藤誠之議員） ぜひ、帰ってきてしまっ

たのは、先ほども言ったとおり、仕方ないんです

が、状況、受け取ったかどうかも考えて、多少お

金はかかってしまうんですが、相手が受け取った

かどうだかの判断をして、先ほどの希望等を入れ

ていただければ、もうちょっと円滑に話が進むの

かなと思います。 

  市民の方が相談しに行って、市のほうでは１回

だけ所有者を検索し、お手紙を出しますと言った

後の結果がなかなか続かないと、市民の方は言っ

て安心したまま、どうしていいかがわからないと

いう現状もございますので、この辺に関しまして

はちょっと対処のほうを改正していくことを考え

ていただければと思います。 

  実際、市民の方が生活課に言えば何とかなると

いう思いで言っているところがあり、実際説明さ

れると、そんなことがあるのということもあると

思うんですが、どうしても相手が東京とか、ある

いは関西とか、そういったところの所有者になっ

て、高齢者、年齢が上がってしまって、もう動く

ことができないし、頼むこともわからないという

ことも逆に相談される可能性もございますので、

そういったことも鑑みて、お互いの双方の希望を

かなえられるような体制もとっていただければと

思います。 

  こちらのほうも時間がないので、閉じさせてい

ただきます。 

  最後なんですが、学校施設内の樹木の管理につ

いてご説明をいただきました。種々の課題を部長

のほうで答弁ございましたが、その課題を解決す

るためにどのような取り組みを考えていくかをお

伺いしたいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） 課題解決の取り組みとい

うことで、特に長年老齢化した樹木が枯れてきて

しまうということで、児童生徒の安全確保という

のが一番問題だと思っています。 

  そういった中で、定期的に樹木の伐採等は行っ

ているんですが、多くの木が地域の方の厚意によ

って植えられたもの、例えば記念樹であったり、

そういったものについての伐採というのが非常に

やはり教育委員会としても気を使わせていただい

ています。そういったところを互いに理解を深め

ながら、子どもたちの安全というのを優先に、今

後管理できればということで注意は払っていきた

いと思います。 

○議長（中村芳隆議員） ４番、齊藤誠之議員。 

○４番（齊藤誠之議員） 今、答弁いただきました。 

  部長が言ったとおり、私も全部切ってくれとい

う意味ではなくて、せっかく育った木が子どもた

ちに迷惑を与えているという解釈がちょっと残念

だなというところもありますので、僕は植樹も含

めて、あるいは学校によっては、桜の木がもう絶

対的に減っているところもございます。 

  シンボルである桜がないというのもとても寂し

いことですし、ＰＴＡでも調べたときに、ソメイ
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ヨシノは結構、害虫駆除が多いということで、今、

ジンダイアケボノという代替種があるというとこ

ろも桜の会とかを調べて出ております。植えるこ

とも必要であり、課外授業あるいは木々の必要性

も学校の教育の一環だと思いますので、ぜひ危険

度を排除しながら学校と共生できるような樹木管

理をお願いいたしたいと思います。この項の質問

は終わりにいたします。 

  続きまして、３番のほうに移ります。 

  財源確保のためにふるさと納税の積極活用を。 

  今後の那須塩原市の行く末を考えたときに、あ

らゆる手段を経て財源を確保していかなければ、

今後の人口減少、少子化問題、高齢者への対応な

ど、市民サービスのパフォーマンス低下をしてい

くことは明白でございます。財源の確保にはあら

ゆる手法がある中で、ふるさと納税は有効な自主

財源であると考えます。 

  今後、よりクローズアップされていくふるさと

納税制度について、本市のさらなる取り組みが必

要であることから、以下の点についてお伺いいた

します。 

  ⑴平成26年10月末からインターネットによる寄

附の申し込みを開始し、ふるさと納税の推移は大

幅に伸びている現状にありますが、本市の所見を

お伺いいたします。 

  ⑵個人がふるさと納税制度を利用するとき、寄

附金控除が最大限に適用される寄附金の控除上限

額は、年収や家族構成、お住まいの地域などによ

って異なり、寄附できる上限が定められておりま

すが、返礼品を始めてからの寄附額の金額に応じ

た返礼品のうち、人気のあったものについてお伺

いいたします。 

  ⑶報道によると、ふるさと納税の収支がマイナ

スになってしまった自治体については、ＰＲ不足

あるいは返礼品等の準備品についてコストがかか

り過ぎたとのことですが、本市においては、今後、

返礼品の充実とともに委託業者に支払う額も含め

て起こり得る問題はあるのか、お伺いいたします。 

  ⑷ふるさと納税のピークは12月ごろとお聞きい

たしました。この制度をもっと有効に活用してい

ただくために、市内外に住む方への周知について

お伺いいたします。また、返礼品の充実に関して、

今後どのように取り組んでいくのか、お伺いいた

します。 

  ⑸クラウドファンディングの導入についてお伺

いいたします。 

  ⑹今後、ふるさと納税制度に対する仕組みづく

りをどう考えているのか、本市の考えをお伺いい

たします。 

○議長（中村芳隆議員） ４番、齊藤誠之議員の質

問に対し答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 齊藤誠之議員の財源の確保の

ためにふるさと納税の積極活用をについて、順次

お答えを申し上げます。 

  初めに、⑴のふるさと納税の現状についてお答

えを申し上げます。 

  本市の所見をということでございますが、平成

27年度は本市への寄附額が１億3,000万円を超え

ており、返礼品の代金や事務費等の費用を差し引

いても、財源確保の手段としてふるさと納税制度

による恩恵を受けていると考えているところでご

ざいます。 

  また、返礼品として市内の特産品等を寄附者に

贈ることにより、本市のＰＲ効果もあると認識を

しております。 

  次に、⑵の寄附額の金額に応じた返礼品のうち、

人気のあったものについてお答えをいたします。 

  寄附の金額が１万円以上、１万5,000円以上、

２万円以上など、９つの区分でそれぞれの返礼品
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を用意しております。平成27年度の実績で見ます

と、１万円以上の区分ではリンゴ、１万5,000円

以上の区分では乳製品のセット、２万円以上の区

分では豚肉、３万円以上の区分ではローストビー

フ、それより上の区分では和牛ステーキ肉となっ

ておりまして、食品に人気が集まっている状況に

ございます。 

  次に、⑶のふるさと納税の収支が本市において

マイナスになり得るかどうかについてお答えをい

たします。 

  収支がマイナスになってしまう要因は、本市へ

の寄附金の額よりも那須塩原市民が他の自治体に

寄附する額が多くなってしまうことと、返礼品や

委託費等のコストのかかり過ぎからが考えられま

す。現時点では多くの寄附に恵まれ、那須塩原市

民が他の自治体に寄附する額より本市への寄附額

のほうがはるかに多額になっていることや、コス

トの面でも、返礼品や委託業者に支払う額につい

て一定の基準を設け、寄附額に占める割合が大き

くなり過ぎないように留意をしていることから、

収支がマイナスになるような状況にはないと思っ

ております。 

  次に、⑷の市内外に住む方への周知と返礼品の

充実に関する今後の取り組みについてお答えをい

たします。 

  周知につきましては、市のホームページやふる

さと納税サイトでご案内しているほか、栃木県人

会の会合などを通してリーフレットを配布してい

るところでございます。 

  また、返礼品の充実につきましては、委託事業

者と連携しながら魅力ある特産品等の充実に努め

ており、本年４月以降では新たに３件の事業者と

契約をし、返礼品のラインナップに加えたほか、

既に契約をしております事業者におきましても、

新たな返礼品の追加があったところでございます。 

  今後も、効果的な周知方法について検討をする

とともに、返礼品の一層の充実に努めるため、商

工会等の協力を得ることなどを検討してまいりた

いと考えております。 

  次に、⑸のクラウドファンディングの導入につ

いてお答えをいたします。 

  一般にクラウドファンディングとは、一定の事

業を行いたい者が希望額を示した上でインターネ

ットなどで寄附を募り、その事業に必要なお金を

集める方法を言われております。寄附額が希望額

に達しない場合には寄附金を受け取れないことや、

寄附者が返礼品などの見返りを求めるものではな

く、事業の趣旨に賛同してもらい、寄附をしても

らう点が特徴でございます。 

  本市におきましても、新たな財源確保の手段と

してクラウドファンディングの手法について研究

をしてまいりたいと考えております。 

  最後に、⑹のふるさと納税制度に対する仕組み

づくりについてでございますが、より多くの方が

本市に寄附をいただけること、返礼品の提供事業

者にとってもメリットがあること、そして本市の

魅力を多くの方に知っていただくこと、この３点

を意識して制度の充実に努めてまいりたいと考え

ております。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆議員） ４番、齊藤誠之議員。 

○４番（齊藤誠之議員） 市長からご答弁いただき

ました。 

  それでは、順次、関連性がございますので、一

括して再質問させていただきます。 

  まず、⑴について所見を伺いましたが、なぜこ

こまで寄附額が集まったのか、改めてお伺いいた

したいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 
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○企画部長（藤田輝夫） なぜここまで伸びてきた

かというお話でございますが、まずはインターネ

ットによる受け付けをやったということ、そして

あわせまして返礼品をサービスとして提供してい

るといったことを平成26年の10月から始めた、そ

れ以降、急速に寄附が伸びていますので、ここら

が大きな要因というふうに受けとめています。 

○議長（中村芳隆議員） ４番、齊藤誠之議員。 

○４番（齊藤誠之議員） ご答弁いただきました。 

  取りかかりが早かったことと、しっかりとした

対処をしているということが伺えました。 

  続きまして、⑵です。 

  各人気の返礼品のことについてお聞きいたしま

したが、商品の中でも寄附額が一番多かった金額

帯についてお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 寄附額の多い金額帯とい

うことでございますが、こちらにつきましては、

平成27年度の実績において、金額帯としては１万

円の金額帯の寄附が一番多かったということで、

数にしまして3,000件強というようなところ、超

というところでございます。 

○議長（中村芳隆議員） ４番、齊藤誠之議員。 

○４番（齊藤誠之議員） 前回の議会でも質問させ

ていただいているので飛び飛びになってしまうん

ですが、金額帯が多いということは、そこに寄附

する額が一番手ごろであるという判断にもなると

思います。ぜひまたラインナップ、いろんな高級

なものもありますが、その金額に落としてその種

類をふやすとか、そういったものも考えていただ

ければと思います。 

  続きまして、⑶については問題がないというこ

となので、了解いたしました。 

  続きまして、⑷のほうに移ります。 

  市内外へのＰＲということでお聞きいたしまし

たが、市内に住む方への周知についてはどう考え

ているか、お伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 市内の市民の皆様方への

ＰＲということでございますが、現在、当然のこ

とながら市民の皆様方からもふるさと納税という

形で寄附をお受けしているというところでござい

ます。市民の皆様から寄附をいただいた場合は、

市にとっては寄附金がふえるというメリットがあ

るという一方で、本来入るべきであった市税のう

ちの控除分といったものが減少してしまうという

こと、あともう一つは、返礼品の調達費用等にコ

ストがかかるといったところで、ダブルでのマイ

ナス要因が発生するということがあるというのも

事実だということでお伝えしておきたいと思いま

す。 

  また、ふるさと納税は生まれ育ったふるさとへ

の恩返しや、頑張っている自治体への応援の気持

ちを寄附を通じて実現しようという制度だという

ことでもあるということでございます。このよう

なことから、大体、近隣の自治体を見ても、特に

市民の皆様に向けた特別なＰＲといったものはや

っていないというのが実態かなというふうに思い

ます。 

  そんな中で、本市といたしましては、今後も市

内外問わず、幅広くＰＲをしていきたいというふ

うに思っております。 

○議長（中村芳隆議員） ４番、齊藤誠之議員。 

○４番（齊藤誠之議員） 私、これ、３回目の質問

なんですが、なかなか聞きづらかったことがやっ

と今回わかりまして、もろ刃の剣であるというと

ころがひとつ大きいかなということと、コストに

関しては全てがプラスになるわけではないという
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ことがよくわかりました。程度よくということで

すね。ぜひ趣旨を忘れずにということは私もわか

っておりますので、取り組んでいただきたいと思

います。 

  あと、前回質問させていただいたんですが、メ

ニューの中にふるさと定期便の提案をしたんです

が、その後の進捗はどうだか、お伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） ふるさとの定期便につい

ては、６月に齊藤議員のほうからご質問をいただ

いた後、速やかに再度、委託業者のほうにどうな

っていますかというような要請をさせていただき

ました。お答えとしましては、相も変わらず、現

状のシステムでは定期便のほうには対応できない

というようなお答えでございました。 

  このような定期便というのを考えているのが私

どもの市だけじゃないと思いますので、ほかの市

も同じようなことを思っていると思いますので、

ここはシステムの改善といったものについて、引

き続いて強く要請をしてまいりたいというふうに

思っております。 

○議長（中村芳隆議員） ４番、齊藤誠之議員。 

○４番（齊藤誠之議員） 先ほどの前に戻っちゃう

んですけれども、人気商品のランキングに関して

は季節ものがどうしても絡んでくると思います。

ですから、定期便を利用することによってオール

シーズンで出せるものも出てくると思いますので、

そういった手法もぜひ売り込んでいただきたいと

思います。 

  それでは、ちょっと時間がないので、最後のほ

うに飛んでいきたいと思います。 

  仕組みづくりに対してなんですが、たくさんの

対策をしていく中で、本来の趣旨であれば、ふる

さとを応援したいということがコンセプトなのは

わかっております。市のことをわかってもらうた

めの提言、こういったものも必要だと思うんです

が、これにかかわる各課との連携についてお伺い

したいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） この納税制度をうまく活

用していくための庁内的な連携というところでの

お尋ねだと思います。 

  今現在は、６つの使途というようなところの中

で寄附をいただいているというのが実態でござい

ますが、ここを幅広くしていきたいというような

考え方を持っています。 

  そんなことから、市としてこういう事業を重点

事業としてやりたいんですけれどもというような

ところで、今の６つの選択肢以外に、そういう切

り口でもって市民に、市民というか納税をしてく

ださる、寄附をしてくださる方に問いかける、そ

んなような仕組みも考えていきたいなというふう

に思っています。 

  いずれにしましても、企画部だけでできる話じ

ゃございませんので、各部連携する中でアイデア

をいただきながら、そんな制度についても今後の

研究ということにさせていただきたいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） ４番、齊藤誠之議員。 

○４番（齊藤誠之議員） ちょっと⑸飛んじゃった

んですが、クラウドファンディングがやることが

難しいということを踏まえて、今の⑹につながっ

ていく質問だったんですが、実際、応援をしてほ

しい人が、先ほど、前回でも質問したんですけれ

ども、各課の取り組みに対して、今現在であると、

例えば、前回も言った教育文化に関することだと、

学校施設の充実、生涯学習、文化芸術振興等しか

書いていないんです。詳しくはと書いたら、これ

だけ取り組んでいるんだ、じゃ、そこの課に寄附
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しようという形になると思うんですね。 

  財源がすごく大切なものなので、各課で取り合

ってほしいという意味でちょっと生活課には申し

訳ないんですけれども、２年前はゼロ円でした、

分配が。実際取り組むものの内容と自分たちの施

策がどういったものに反映されるかも、実はここ

の使い道で判断できるというところもございます

ので、ぜひ企画課のみならではでなくて、各課が

連携してそこにしっかりと訴えかけていただきた

いと思いまして、今回聞かせていただきました。

そこに関してはかなり重要なことだと思いますの

で、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

  今回、１億3,000万円まで上がってきた寄附金

でございますが、今後目指す目標みたいなのはあ

るか、お伺いしたいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 今後の目標ということで

ございますが、今、議員お話しいただいたとおり、

平成27年度は１億3,000万円、数にしまして6,600

件もの寄附をいただいているということでござい

ますので、今後は毎年度毎年度、前年度の要は寄

附実績を超えるようなところを目標に頑張ってま

いりたいというふうに考えております。 

○議長（中村芳隆議員） ４番、齊藤誠之議員。 

○４番（齊藤誠之議員） ぜひ、上がれば上がるだ

け大変だと思うんですが、それだけ充実して、あ

るいは応援団がふえるということなので、頑張っ

ていただきたいと思います。 

  毎回申しわけございませんが、最後に、この制

度の意気込みについてお伺いしたいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） この制度を担当する部局

として、意気込みのほうをお話しさせていただき

たいと思います。この件につきましては、６月の

議会でお答えしてから間もないということでござ

いますので、同じお答えになってしまうというこ

とでご了承いただければというふうに思います。 

  まず、ふるさと納税の実態というもの、26年、

27年度でございますが、それを見てみますと、東

京圏ということで、東京、埼玉、神奈川、千葉か

らの納税が私どもの市の全体の４割ございます。

ここに関西圏ということで、大阪、京都を含めま

すと、おおむね６割がそちらからいただいている

というような現状になっているということでござ

います。 

  このことから、ふるさと納税というものは、都

市部から地方に財源が移動するということ、そし

てあわせて今度は地方、私どもの市の魅力を都市

部に発信できるといったことから、私は地方創生

といったところに寄与する部分があるんじゃない

かなというふうに思っているところでございます。 

  本市では、ご案内のとおり、平成26年の10月か

らネット受け付け、そして返礼品サービスという

ものを開始したことによって、全国からの皆さん

から浄財という形で、先ほど言ったように、１億

3,000万円もの寄附をいただいているような状況

でございます。 

  今後についても、ふるさと納税制度の趣旨とい

ったものを脱しない範囲の中で、本市の魅力を十

分に発信できる返礼品や本市を訪れるきっかけと

なっていただくための返礼品、そういったものの

開発を官民挙げて進めてまいりたいというふうに

考えております。そのことによりまして、全国の

皆様から寄せられる浄財といったものを市民サー

ビスのさらなる向上、そして市民の皆さんに満足

いただけるまちづくりといったものに充当してま

いりたいというふうに考えております。これが本

市における地方創生といったことに少しならずと
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も寄与できるんではないかなというふうに思って

いるところです。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ４番、齊藤誠之議員。 

○４番（齊藤誠之議員） 前回と一緒なんですが、

意気込みを感じさせていただきました。ぜひ取り

組んでいただきたいと思います。 

  総務省が６月にまとめた調査結果によりますと、

15年度受入額は、前年度比4.3倍の約1,653億円、

件数は3.8倍の726万件に膨れ上がったという報道

があります。その中で一番人気に輝いた自治体は

宮崎県の都城市、受入額はなんと42億3,100万円

と受け入れ件数は28万8,000件超と、しかも一見

さんのみではなく、リピーターが４割と、こうい

った結果が出ております。ご答弁いただいた人気

の金額に関しましても、１万円から２万円のコー

スが多いそうです。 

  また、そういった中にはアンケートも随時実施

しておりまして、品質面でも対応している細かな

対策をしているということでございます。それぞ

れにおいてずば抜けているんですが、趣旨をどう

こう言うと少しずれてしまいますが、確かな取り

組みが評価されている結果だと思っております。

これだけの情報が出ますと、他の自治体もこの制

度に対して本気に取り組んでくると思います。 

  この制度が続く限りには、毎年寄附額が増額に

なるような仕組みを続けていかなければならない。

ましてや本市の応援することが趣旨である以上、

本市の取り組みがよく見えることが一番の得策で

あり、返礼品も充実し、市の行政への取り組みを

見せることで、やはり那須塩原市は頑張っている

という評価につながることと思います。 

  前回の質問でも、地域のまちおこしになると答

弁をいただいております。各課がしっかりと連携

し、この制度の充実をさせながら生かし、さらに

進化していってほしいと思います。これからの財

源確保が難しくなる情勢の中でも、確かな収入と

なり、自主財源として使うことができるこの制度

の価値は相当だと思っております。この仕組みに

ついて企画部でリーダーシップを発揮し、少しで

も多くのサポーターをつくり上げ、活用されてい

くことが続くことを願いまして、私の質問を終わ

りにさせていただきます。ありがとうございまし

た。 

○議長（中村芳隆議員） 以上で、４番、齊藤誠之

議員の市政一般質問は終了いたしました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 玉 野   宏 議員 

○議長（中村芳隆議員） 次に、22番、玉野宏議員。 

○２２番（玉野 宏議員） 22番、玉野宏です。 

  通告に従い、一般質問を行います。 

  １．共生社会を目指して。 

  市長就任より８カ月が過ぎました。この間、世

界ではイギリスが国民投票でＥＵから離脱、イタ

リア有数の観光地でのテロ、アメリカ大統領選挙

運動中のトランプ氏の発言、日本においては相模

原市の障害者施設での悲惨な殺傷事件が起きまし

た。これらは世界でグローバル化が進む中、営利

に偏った経済活動が人々の結びつきを絶ち、コミ

ュニティーを壊し、対立、分断、格差が構造化さ

れ、人々の多様な生き方が失われていく社会の中

から起きているものです。 

  一方、先日閉幕したリオデジャネイロオリンピ

ック・パラリンピックの祭典では、初めて難民チ

ームが出場し、大きな喝采と共感の輪が広がりま

した。2020年の東京オリンピックでは、政府はオ

リンピックの遺産として、障害のある人もない人

も、ともに助け合い生きていく共生社会を定着さ
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せるべく、2017年より小中学校の教育に心のバリ

アフリー教育の学びが取り上げられる予定とのこ

と。本市も、東京オリンピック・パラリンピック

開催目的に含まれる共に生きる共生社会を生かす

べきと思います。 

  以下、お尋ねいたします。 

  ⑴障害のある人もない人も、ともに助け合い生

きていく共生社会を目指すことへの所感をお伺い

いたします。 

  ⑵市長は選挙運動中、庁舎建設を延期するに当

たり、東京オリンピックを見据えてとの言葉を使

われておりました。再度庁舎建設に取り組まれる

こととなる場合には、共生社会を目指す市のシン

ボル的な庁舎建設構想を物的ハード面、デザイン、

建設資材材質、環境、職員のバリアフリーに対す

る意識等を市民ともども進められるよう考慮すべ

きと思いますが、所感をお尋ねいたします。 

  ⑶社会風潮の影響を受けてか、一例として、支

援を必要とする高齢者外出支援タクシー券や生活

保護受給者への視線、青木ホースガーデンの取り

組みに対して、市民の中には反感の声があります。

より多くの市民に理解されるにはどのように対応

されるか、お尋ねします。 

  ⑷那珂川河畔公園に希少な生物、植生があると

専門家が指摘しております。この場所を生物多様

な地域を守り育てるビオトープの概念を取り入れ、

人と自然が共生できる活動の拠点としてはいかが

か。また、その活動に当たっては、市民ともども

進められてはいかがか、あわせてお尋ねいたしま

す。 

○議長（中村芳隆議員） 22番、玉野宏議員の質問

に対し答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 玉野宏議員の共生社会につい

て、私から⑴から⑶までを答弁をさせていただき

ます。 

  初めに、⑴の共生社会を目指すことへの所感に

ついてお答えを申し上げます。 

  文部科学省ホームページによりますと、共生社

会とは、誰もが相互に人格と個性を尊重し、支え

合い、人々の多様なあり方を相互に認め合える全

員参加型の社会であると転用されているようでご

ざいます。 

  私は、公約の基本政策に「人と人が支える那須

塩原市をつくります。人を支えられるのは人です。

人が楽しく生きる地域をつくります。子ども、若

者、大人、お年寄り、障害のある人もない人も健

康で安心して生活できるまちが住みよさ一番のま

ちです。」と挙げさせていただいております。こ

の基本政策には共生社会についての意味も込めた

ものでございます。共生社会を目指すことは、私

の政治目標の一つと言えるものでございます。 

  次に、⑵の共生社会を目指す市のシンボル的な

庁舎建設構想をとのことでございますが、現在、

庁舎建設時期は延期しておりますが、庁舎建設の

再開に当たりましては、庁舎は市の顔となるもの

であります。議員ご指摘のとおり、物的ハード面、

デザイン、建設資材材質、環境やバリアフリーに

対する意識等にも配慮し、県北の中心都市にふさ

わしい庁舎を市民の皆様とともに検討してまいり

たいと考えております。 

  次に、⑶の市民に理解されるための対応につい

てお答えをいたします。 

  高齢者外出支援タクシー料金助成事業と生活保

護につきましては、法令や要綱等の基準により、

公平かつ公正に実施することが大切であると考え

ております。 

  また、青木ホースガーデンにつきましては、市

内の小学生を中心に利用をされており、情操教育

や動物介在療法の点で保護者等から評価をいただ
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いているところでございます。今後も事業の充実

につきまして検討することが大切であると考えて

おります。 

  以上、市で行う事業は公平かつ公正なものとし、

実施に当たりましては市民の皆様に丁寧に趣旨を

説明し、理解を得ることを心がけてまいりたいと

考えております。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆議員） 生活環境部長。 

○生活環境部長（山田 隆） 最後に、⑷のご質問

にお答えをいたします。 

  那珂川河畔公園に隣接する水生植物園には、希

少な植物が生育しているほか、ミズバショウやハ

ナショウブなどが植えられており、季節ごとにさ

まざまな花を咲かせ、来園者に親しまれておると

ころでございます。 

  ビオトープに関しましては、本来の自然環境そ

のものから人工的なものまで、幅広い解釈がなさ

れているところでございますが、生物多様な地域

を守り育てるという点では、既に園内の一部は市

民団体によりホタル川として整備が行われており、

人と自然が共生できる場であると認識をしており

ます。 

  この場所を活動の拠点とするか、また、その活

動に当たり、市民ともども進めていくかにつきま

しては、既に活動している市民団体とよく協議し、

専門家等の意見も参考にしながら研究してまいり

たいと考えております。 

○議長（中村芳隆議員） 22番、玉野宏議員。 

○２２番（玉野 宏議員） ⑴の再質を行います。 

  障害を持つ人をどう見るか、障害者をハンディ

キャップを持つ人と表現する国もございます。 

  障害者をどう見るかに、次のような例え話があ

ります。ピアノ演奏会場での演奏者とピアノと聞

き手の３者です。演奏が始まり、ピアノにふぐあ

いが見つかった。この部分が障害者に当たるのか

なと思うんですが、演奏者は演奏を中止せず、最

後まで演奏し続けます。 

  結果、よくない演奏だったなとする人と、ピア

ノがふぐあいだけで、演奏者のそれまでの努力、

手法はすばらしいとする人に分かれます。私たち

は後者のように、障害者を思う心を養いたいもの

であります。 

  相模原市の事件は、ピアノのふぐあいを通し、

演奏者を殺傷してしまった障害者への無理解がき

わまって起きたものと報道されております。市長

の所見をお尋ねいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 私の所見ということでござい

ます。 

  障害者、ハンディキャップを持つ方々の例えと

いうことでございますけれども、私も玉野議員と

同じように、そういった気持ちを持ちたいものだ

なというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 22番、玉野宏議員。 

○２２番（玉野 宏議員） 障害者に見る目、心と

いうのは、なかなかこういう世知辛いというか、

スピードが速い時代には１対１で人の心情まで深

めるという心を養うのはなかなか難しい時代に入

ったなと思っております。 

  ⑵の再質問を行います。 

  庁舎建設の延期に当たり、市長は東京オリンピ

ックを見据え、資材高騰が予想されると発言され

ておりました。市民の期待も東京オリンピックま

でとまるのか。 

  東京オリンピックのスタジアム建設設計は、当

初、ザハ氏のデザインでございました。現在、隈

研吾氏の事務所に移り、隈研吾氏はスタジアムの
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建設に当たり、周辺、環境との調和、日本の伝統

工芸、技術、木材を使う等を基本とするとしてお

ります。完成後、このスタジアムを見た多くの人

たちは、この建築を通して隈氏の意図する意識変

化は相当大きなものになると思います。たまたま、

きょうの下野新聞で、山手線の新しい駅をつくる

に当たり、同じく隈研吾氏の木造でデッサンする

という記事がございました。 

  ヨーロッパ、スイス、チューリヒでは木造７階

建てが完成し、使用されております。オーナーの

タメディア社は企業指針をあらわすため、木造に

したとのことです。設計は日本人の坂茂氏です。

坂氏は、木造建設は耐火性、耐久性、建築コスト、

ランニングコストはセメント、鉄鋼づくりにまさ

り、環境、特に地域密着型が地域に新しい仕事と

雇用を生むと話されております。 

  また、建築は芸術の総合体だとも言われます。

これらから、新庁舎は当然、栃木県北を代表する

建築に位置づけられます。各分野から広く情報を

集め、市民ともども未来を切り開き続けられる新

庁舎建設の構想を出していただきたいと思います。 

  再度、市長は、新庁舎について、市民の皆様と

検討されるとのことです。木造建築建設に対する

所感を再度、市長、所感をお願いします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 新しい庁舎について再質問が

ございましたが、木造建築に関しましては、以前

に県産材の積極的な利活用に関する要望書という

のを市でいただいているようでございます。県内

の森林組合連合会という団体から、ぜひ県産材を

使ってくれというようなお話をいただいていると

ころでもございますし、また庁舎の基本構想を取

りまとめていく過程の中で、新しい庁舎、まずは

シンボル的なもの、そして利便性が高いもの、そ

して防災に高い意識を持ったもの、それからまち

づくりの中心となるべきもの、そして庁舎として

情報発信ができるもの、地元への愛着、そういっ

たものも含めた上で、いろいろ考えてはいかがか

なというふうな話もあったようでございますが、

これから新しい庁舎の建設に当たりまして、全て

を木材でというわけにはいかないとは思いますけ

れども、ある部分的なものについては栃木県産材、

そういったものを十分に活用した形のものができ

ないかどうか、これからも検討をしていきたいと

いうふうに考えます。 

○議長（中村芳隆議員） 22番、玉野宏議員。 

○２２番（玉野 宏議員） 土地の木材を使うとい

う市長の言葉ありましたけれども、青木に奈良美

智さんの、着工されていますね、美術館。これに

深くかかわった方が、奈良さんは青森の出身だと

いうことで青森のヒバを使えということを提言し

たそうですが、実際どうなるかわかりませんけれ

ども、そういう自然材に使うという気運が随分高

まってきたのかなということを感じます。 

  ⑶の質問を行います。 

  高齢者外出支援タクシー券の交付が行われてお

ります。停止前と復活後、利用者の動向及び反応

の声などはどのようなのがあるか、寄せられてい

るか、お尋ねいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（菊地富士夫） 高齢者の外出支援

タクシーの利用につきましては、９月１日からの

利用ということで、まだ１週間ほどしかたってお

りませんので、申請の動向と、あとは申請時のお

客様からのご意見とか、あとはタクシー会社から

のちょっとご意見というようなところが少しでは

ありますけれども、意見を伺っておりますので、

そのあたりをご説明申し上げたいと思います。 
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  まず、申請状況につきましては、平成24年度の

８月末現在と今年度の８月末現在の申請件数につ

いて、ちょっと比較をしてみたいと思います。 

  前回、平成24年８月末現在では13.3％の申請が

ありました。今年度、28年の８月末では、現在の

ところ、7.3％の申請率ということで、申請率が

少し落ちている状況でございます。 

  原因といたしましては、25年９月をもってこの

制度が一時停止となっておりまして、２年半ほど

とまっていたということで改めて申請に、ちょっ

とまだ周知というものが十分に行き届いてはいな

いのかというようなところと、あとはやはり前回

も同じような状況であったんですけれども、特に

同居をしている方の場合などにつきましては、勤

めている場合には就労証明書、そして自営の場合

には就労申し立て書とか、あとは施設に入ってい

るとか、障害があるというような方につきまして

は、それぞれの証明書、診断書等が必要となると

いうことから、そのあたりの書類をとるのに手間

がかかっているのかなというようなことが考えら

れると思います。 

  実際に、申請の際に伺った声といたしましては、

プラス面のところでは、通院に利用ができて助か

りますというような声とか、あとは、今度は遠く

の店で買い物ができるのでありがたいというよう

なお声をいただいております。 

  その一方で、やはり申請書、これをもっと身近

なところで入手したいというようなところで、そ

ういう声を伺っております。改めて申請書を取り

に来て申請をするというようなことが、やはり手

間がかかるというようなことだと思います。 

  もう一つは、やはり今もお話ししましたが、就

労証明書を添付するのが非常に大変だというよう

な、そんな声も聞いております。 

  以上、動向と市民のお声ということで、お答え

を申し上げます。 

○議長（中村芳隆議員） 質問の途中ですが、ここ

で10分間休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時０２分 

 

再開 午後 ３時１０分 

 

○議長（中村芳隆議員） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  22番、玉野宏議員。 

○２２番（玉野 宏議員） 外出支援タクシーの声

として、通院にとか買い物にとか、声が寄せられ

ておりますが、これらのことは市民に知らせるべ

きだと思いますが、その手法を考えておられるよ

うでしたらお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（菊地富士夫） この高齢者外出支

援タクシーが通院や買い物に利用できるというこ

との周知につきましては、一般的には広報などで

も７月20日号で特集を組んでお知らせをしたとこ

ろでございますけれども、あわせて、地域の地域

包括支援センターの方とかケアマネジャーの方、

そして民生委員さんの方、そういう方たちのお力

もかりまして、個別的に訪問をして説明をしたと

いうところと、あとは老人会とか公民館等の教室

に来ている方、そういうところでもやはりチラシ

をお配りいたしまして、この申請の周知について

は図ってきたところでございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 22番、玉野宏議員。 

○２２番（玉野 宏議員） 生活保護者のことをち

ょっとお聞きしたいんですが、なかなか生活保護

を受けるとなると、人づき合いとか社会に思い切
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って出るということがなくなるんじゃないかと思

うんですが、分断社会を終わらせたいとする財政

学の若手の人ですけれども、井出英策氏は、日本

の自殺者は生活保護を受けている方が多いという

分析をしているんですね。 

  当市の生活保護申請者、相談者の動向、昨日だ

ったでしょうか、あったと思いますが、動向をど

のように捉えているかお伺いしたいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（菊地富士夫） 生活保護の申請者

の動向というところかと思いますけれども、昨日

お答えを申し上げましたけれども、改めてちょっ

とお話をさせていただきますと、平成25年、６年、

７年の３年間の実績について申し上げますと、25

年度が申請が160件、26年度が178件、27年度が

159件、この３年間、基本的にはほぼ横ばいとい

うような状況でございます。これにつきまして、

分析といいますのはなかなか簡単にはできないと

ころなんですが、ちょっと一つの目安といたしま

して、やはり生活保護を受ける場合には、非常に

健康問題ともう一つは就労がなかなかつけないと

いうことで、そういうところから経済的に困窮す

るというような原因がありまして、１つ言えるこ

とは、ハローワークでの有効求人倍率、このあた

りが比較的栃木県、そして黒磯のハローワーク、

そして大田原のハローワーク、こちらのほうでの

有効求人倍率がことしの７月現在では、黒磯のハ

ローワークが1.09、大田原が0.90ということで、

結構限りなく１に近いというようなところで、比

較的就労につきやすいような状況にあるというと

ころで、生活保護の相談というところが横ばいに

なっているのではないかなというところです。 

  あと、もう一つなんですが、これは昨年度から

始まりました社会福祉協議会のほうに委託をして

おります生活困窮者自立支援相談事業というもの

がありまして、そういうところで事前に生活保護

の相談に至る前のいろいろな生活のアドバイスと

か、そういうところによって、多少申請が横ばい

の状態なのではないかなというふうに分析をして

おります。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 22番、玉野宏議員。 

○２２番（玉野 宏議員） 昨日の答弁の中に、世

帯数がふえていると聞こえたんですが、それは個

人化というんでしょうか、家族が少なくなってい

るんじゃないかなと推察されるんですけれども、

それについては結構でございます。 

  青木のホースガーデンについてお聞きします。 

  利用者の声は、昨日やっぱり教育部長の答弁で

お聞きしました。開設されるまでは使っていなか

った施設ですが、市民に使えるようになり、答弁

の中には障害を持った子とお母さんのやりとり、

障害の子どもは自分から身を乗り出してという、

新しい世界をつくっていっているなと聞こえたん

ですね。 

  分断という言葉を使いましたが、次第次第にこ

ういう社会に向かっているんではないかなと私は

思っています。日本は成熟化した施策を取り入れ

るべきだという声もあります。開設前に、日本獣

医生命科学大学の松木洋一先生は、この施設は障

害者のホースライディングのアジア大会が開ける

よと言っておりました。このような大会に向かっ

ても、ホースガーデンが活用できるのではないか

と思います。それらとその実績を含めて広く市民

に周知すべきだと思いますが、その手法を含めた

所感をお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） 青木のホースガーデンに
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つきましては、最初の答弁にもありましたように、

基本的には子どもたちの情操教育であるとか、い

わゆる障害を持たれている方の機能回復のための

動物介在療法であるとか、また介護予防にも効果

があるとか、いろいろなお話がございます。 

  当初設置をし、現在利用を進めているものにつ

きましては、まずそれを主に取り組んでいきたい

ということでございますので、ホースライディン

グ、障害者の方のアジア大会とか、そういった部

分の開催については、できれば民間の施設を活用

いただき、所期の目的をまず進めていければとい

うふうに教育委員会では考えております。 

  また、その辺も含めて広く市民の方に周知とい

うことですが、現時点ではホームページであると

か広報紙、また定住促進に関するパンフレットの

中にも青木ホースガーデンの記事なんかも載せさ

せていただいております。できるだけいろいろな

機会を捉えて、広く周知には取り組んでいきたい

というふうに考えています。 

○議長（中村芳隆議員） 22番、玉野宏議員。 

○２２番（玉野 宏議員） 施設の立派さについて、

そういう言葉を使わせてもらいましたけれども、

大会ということで、我々五峰クラブ、いろいろな

施設を見て、また話を聞いてきました。その中で、

宇都宮の平出で、関東大会ということで各施設の

障害の方とお母さんとサポートが集まって、そう

いう大会をやっていました。非常に印象深かった

ものですから、それを踏まえてこの立派な建物が

よりということでお聞きしてみました。 

  ⑷に移ります。 

  ビオトープをつくり、生態系を学ぶ活動は、日

本では財団法人日本生態系協会の運動が知られて

おります。その団体の活動について、市はどのよ

うな情報、認識を得ているか。知っている範囲、

答えられる範囲で結構ですが、お答えいただきた

いと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（山田 隆） 日本生態系協会につ

いては、存じ上げております。この協会につきま

しては、自然と共存する自然豊かなまちを目指し

て活動する公益財団法人でありまして、持続可能

なまちづくりに関する提案活動、それから調査研

究、普及啓発などを行うシンクタンクであるとい

うふうに認識をしております。 

○議長（中村芳隆議員） 22番、玉野宏議員。 

○２２番（玉野 宏議員） ホースガーデンのとき、

大会という言葉を使いましたけれども、この生態

系協会でも全国の幼稚園、保育園、それから各種

グループが行っているビオトープ、これを大会と

いう形で募集して発表しているという運動を毎年

やっているんですよね。かなりの情報を持ってお

りまして、情報のもとはヨーロッパ、特にドイツ

との交流で知見を深めていったということをお聞

きしております。ぜひシンクタンクの要件を持っ

ておりますので、交流していただければなと思っ

ております。 

  那珂川河畔公園の上流、鳥野目で、数年前より

外来種のウチダザリガニが、すごく大きい、紫と

いうんですか、緑というんでしょうか、見られて

いるという情報が寄せられておりましたが、さき

の調査では多数生息していることが確認されてお

ります。と同時に、貴重なギバチ、ジュズカケハ

ゼが見られます。調査の結果をお知らせいただき

たいと思いますけれども。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（山田 隆） 特定外来種のウチダ

ザリガニ、これにつきましては鳥野目河川公園内

の水路に生息しているという情報を得まして、こ
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としの５月19日から21日の３日間、調査を行いま

した。 

  調査は、市とそれから市の附属機関であります

動植物調査研究会、この委員の皆さんと一緒に調

査を行いました。 

  調査の結果、74匹ほど捕獲をいたしまして、大

きいものですと20cmを超えるウチダザリガニが捕

獲できました。かなりの数のウチダザリガニがそ

の鳥野目河川公園内に生息しているという調査結

果が出たところでございます。 

○議長（中村芳隆議員） 22番、玉野宏議員。 

○２２番（玉野 宏議員） このウチダザリガニが

どこから来たかというのは、毛頭わかることでは

ないですけれども、持ち出してはいけないという

ことは周知できると思うんですよね。外来種をそ

こに生息しているところから持ち出してはいけな

いということは、小学校、中学校を通じて大人も

一緒に学ぶべきじゃないかなと思っております。 

  市内小学校でビオトープづくりに取り組んだ歴

史がありましたが、児童数の減少、学校行事、教

職員の仕事の重複などで活動を続けることが大変

なようでございます。当然生き物に触れる機会が

減っているものと思います。これらから、各学校、

児童が共通で学べ、体験できる場所づくりが必要

と思います。また市内では、植物調査や動物調査、

昆虫調査グループ等が活動され、活動の一端はレ

ッドデータづくりにつながっております。それぞ

れの持ち味を一体化し、結節点として那珂川河畔

公園をビオトープの概念を取り入れた活動の場と

してはいかがと思いますが、お尋ねいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（山田 隆） 那須塩原の持ってお

りますこの豊かな生物、動植物の多様性、これを

守り育てるためには、あるいは次世代に引き継ぐ

ためには、議員ご指摘のとおり、市民とそれから

関係団体、それから市、これらが連携して一体と

なって取り組んでこそ、人と自然が共生するまち

づくり、これができるものと認識をしております。 

  那珂川河畔公園をビオトープの概念を取り入れ

た活動の場とするかどうかについては、繰り返し

になりますが、既に活動している市民団体がいら

っしゃいますので、その方たちとよく協議しまし

て、専門家等の意見も取り入れながら、今後研究

してまいりたいというふうに思っております。 

○議長（中村芳隆議員） 22番、玉野宏議員。 

○２２番（玉野 宏議員） 私の質問を結んでいき

ます。 

  東京オリンピックの遺産として、心のバリアフ

リーの提言をまとめられました駒村康平氏は、ハ

ードのバリアフリーは大人でも気がつくが、心の

バリアフリーの学びは大人ではなかなか受容でき

ない。心の柔軟な子どものときにこそ身にできる。

子どもの学びを通して親が学べる。それも一つの

狙いだと話されておりました。 

  分断という言葉も使いましたが、国政を担う安

倍首相の政策を経済学者水野和夫氏は次のように

指摘しております。この20年近く成長戦略がこの

国の政策の基本となっていたが、一向に成長して

いない。21世紀以降、小泉純一郎内閣の骨太の方

針や安倍晋三内閣のアベノミクスの基本方針であ

る「改革なくして成長なし」がそもそも間違って

いる。この国の成長戦略には主語が欠けている。

誰が成長しているかというと、株主が成長してい

るにすぎない。しかも、株主のうち半分は外国人

投資家が占める。そもそも成長戦略が成功すると

は、失われた20年の間に低下し続けた実質賃金の

下落に歯どめをかけ、最終的には将来の不安を取

り除くことができるべきであろうとしております。 

  日本のトップが人口減少の進む中成長戦略をと
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り続けることは、若者にさらに格差を生み続ける

だろう。私はそう思います。市長は、市、県、国

と発言されております。連日の答弁を通して市民、

生活者の安心安全を願っておられることは重々伝

わってまいっております。 

  市、県、国の言葉遣いが一面的にとらわれない

ように、誤解されないように、それゆえにもこの

市が人と自然と未来を担う若者、子どもたちに優

しく、ともに生きるまちづくりを進めていただけ

るよう願っております。 

  以上、私の一般質問とします。終わります。 

○議長（中村芳隆議員） 以上で、22番、玉野宏議

員の市政一般質問は終了いたしました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎散会の宣告 

○議長（中村芳隆議員） 以上で本日の議事日程は

全て終了いたしました。 

  本日はこれをもって散会いたします。 

  ご苦労さまでした。 

 

散会 午後 ３時２８分 

 




